
�
�

�
�

�
�

�
�

	



�
�

�


�
�

�
	
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�

�������	�	


���	�����	

������
�

��

�������������������������
��

�����������
�����������������

�
�����
 ���
��

�!"#	

��������

�������	

�������	�
�
�
	���
�����		���	��		������
�� ��
����������� �

� ����
���
��������
�	 ����
���!
�
�"��
����#$����
��

%�����	%&'��()�*��$
�+&�����

������,�	 #��
��#-�,��
	�
�"�
�
����-����
,��.��-	� #-�,��
	�/

0	,��
�	��1��"�� 
��-2���
�	�	���	 3�����

4
-�!
�4&"�+�����56

#  �,��	 7�����
	�	����-�����(�
��3���
,��	-��

�������
%�'�(%&��68


�������

��
�������-����
�9�������&����
��(�
����
�
����:5;��:6;�/

'��������	 ��	���*��<	���-�����
 
,��
	� =4�( +
,������>6

�����

����������������������

����������������������������

�����������������������������

��������

5?5?� >�


���	�����	

� � 	 
 � � 
 

� � � � � � � �

� �?@ �

� �

� �

����������������� !" #$�� �

%&'()*+,(-./��0123 456789(:;<=

>? @ABC DE����

FGHIJKJLMN����OPMN(QRS

TUVLWVJK(OPXY�Z[\ T ]^ F_��56

`abcdef4ghijk�lm�no @p qr��68

�����

st	
����ut'v
h��:5;T�:6;��T'wxyzx{�T

| Q}��>6

������������������

�������������������������������

�����������������

�����������������

�������������������������������������



1

１　はじめに

　公職選挙法（以下，公選法）は「選挙が

選挙人の自由に表明せる意思によつて公明

且つ適正に行われることを確保し，もつて

民主政治の健全な発達を期することを目的

と」しており（同法 1 条），その実現のた

め選挙運動に対して様々な規制をしてい

る。その規制の 1つとして同法 138条は「何

人も，選挙に関し，投票を得若しくは得し

め又は得しめない目的をもつて戸別訪問を

することができない」と規定し，すべての

者に対して選挙運動期間中（公職の候補者

の届出のあった日から当該選挙の期日の前

日まで）の戸別訪問を禁止している 1。こ

の規定は，選挙運動期間中に限られるとは

いえ，憲法 21 条の保障する表現の自由の

制約となっていることから学説からは違憲

の疑いが向けられているが，最高裁はこの

規定が争われた事件では一貫してこれを合

憲としてきた。当然，学説からはそのよう

な最高裁の姿勢に対しても批判がなされて

いる。しかし，この最高裁と学説の対立は，

戸別訪問の一律禁止か，一律解禁かをめぐ

るものばかりで，その中間的，妥協的，現

実的解決策については，ほとんど耳にする

ことがない。

　そこで本稿では，これまでの最高裁と学

説の問題点を指摘しながら，両者の中間的

な見解，すなわち，戸別訪問の一部解禁を

提案しようと思う。

２�　最高裁判所が戸別訪問禁止を合憲とす

る理由

まず，最高裁はいかなる理由で戸別訪問

の一律禁止を合憲としているのかを簡単に

確認する 2。昭和 25 年判決は，「選挙の公

正を期するために戸別訪問を禁止した結果

として，言論自由の制限をもたらすことが

あるとしても」違憲ではないとした 3。こ

のとき最高裁は，公選法が「戸別訪問には

種々の弊害を伴う」ことを理由に戸別訪問

を禁止していると理解したものの，この「弊

害」がどのようなものであるかは具体的に

は示さず，簡単に「公共の福祉のためにそ

の時，所，方法等につき合理的制限」があ

ると述べただけであった 4。昭和 42 年判決
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は，昭和 25 年判決を参照しながら，戸別

訪問によって引き起こされる選挙の公正を

害する行為として具体的に「選挙人に対す

る買収，威迫，利益誘導」を示した 5。昭

和 43 年判決は，戸別訪問を禁止する理由

をより詳細に分析し①「買収，利害誘導等

選挙の自由公正を害する犯罪の温床となり

易」いこと，②選挙人にとっては「居宅や

勤務先に頻繁に訪問を受けることは，家事

その他の業務の妨害となり，私生活の平穏」

が害されることになること，③候補者にと

っては「訪問回数を競うことになつて，そ

の煩に耐えられなくなる」ことを示した 6。

昭和 56 年 6 月判決（同年 7 月判決につい

ては後述）は，戸別訪問のもたらす弊害に

ついて昭和 43 年判決を参照するとともに，

④「投票も情実に支配されやすくなる」こ

とも弊害の 1 つに加え，①～④の「目的は

正当であり，それらの弊害を総体としてみ

るときには，戸別訪問を一律に禁止するこ

とと禁止目的との間に合理的な関連性が

あ」り，「戸別訪問の禁止によつて失われ

る利益は，それにより戸別訪問という手段

方法による意見表明の自由が制約されるこ

とではあるが，それは，もとより戸別訪問

以外の手段方法による意見表明の自由を制

約するものではなく，単に手段方法の禁止

に伴う限度での間接的，付随的な制約にす

ぎない反面，禁止により得られる利益は，

戸別訪問という手段方法のもたらす弊害を

防止することによる選挙の自由と公正の確

保であるから，得られる利益は失われる利

益に比してはるかに大きい」と判示した 7。

この後，戸別訪問禁止をめぐる訴訟は多く

はないが，平成 20 年判決も 8，昭和 56 年

6 月判決を参照し戸別訪問禁止は合憲とし

ている。

3　学説の整理

　このような最高裁の姿勢に対して，学説

にはおよそ次のような反応がみられる。

（1）立憲主義の原理に反する制約であるこ

と

　まず，最高裁の列挙した上述①～④の制

約根拠は，そもそも表現の自由を制約する

根拠とはなりえないという批判がある 9。

この批判を理解するには，まず立憲主義と

は何かを明らかにする必要がある 10。簡単

にいえば，個人の尊重を基本とする近代立

憲主義の思想の系譜にある日本国憲法のも

とでは，国家に先存する基本的人権の制約

は，他者を害する行為を阻止するための制

約 11，国家の統治に不可欠な制約（例えば，

刑罰権），憲法上の制度による制約（選挙

制度，司法制度，公務員制度，等）12 に限

定され，その制約の程度も「最小 13」であ

ることが求められるということである 14。

この観点からすると，最高裁の認定した

規制目的②は戸別訪問を望まない者の私生

活の平穏を害することになるから正当であ

る。①および④も憲法上の制度である選挙

の公正を実現するうえで正当であるとはい

える。③の候補者の負担の軽減は，立憲主

義の原則からは正当化されない 15。この段

階では，最高裁の列挙した制約根拠のすべ

てが表現の自由を制約する根拠とはなりえ

ないとまではいえないが，次にみる理由か

ら②以外は正当化されないと考えられる。

（2）立法事実に基づく論証ではないこと

①の戸別訪問が買収等の温床となってい
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ることについては，立法事実に基づく論証

がないことが指摘されている 16。つまり，

法律の規制目的の正当性，規制の必要性お

よび規制方法・手段の正当性を裏付ける社

会的，経済的，政治的，科学的事実が存在

しないということである 17。戸別訪問は日

常の政治活動においては禁止されていない

ことからすれば選挙運動期間中の戸別訪問

を禁止したからといって買収防止を達成で

きるものではないだろう。規制の目的は正

当であっても規制の方法・手段の正当性に

疑いがもたれるのである。現に戸別訪問が

禁止されているにもかかわらず買収等がな

されていることからして，戸別訪問禁止は

買収等に対する若干の抑止力があるとして

も，実効性には乏しいといわざるをえない。

同様に，④にいう戸別訪問が情実投票につ

ながるということも証明されていない。日

常の政治活動から情実投票につながること

はあっても，選挙運動期間中の戸別訪問だ

けで情実投票につながることのほうが考え

にくいだろう。

②の私生活の平穏を害することはありう

るが，これについては「知る自由」との関

連で後述する。

（3）表現の自由の規制立法に対する審査基

準が緩いこと

　昭和 56 年 6 月判決で最高裁が用いた合

理的関連性の基準に対して，学説は表現の

自由を規制する立法の審査基準としては緩

いもので不適切であると批判する。

ただし，学説には，審査基準の「厳格さ」

の程度において違いがみられる。一般的に

学説はアメリカの判例理論に依拠し，表現

の自由を民主政治に不可欠な要素であると

して経済的自由を含む他の自由よりも重視

するもので（「二重の基準」論 18），表現の

自由を規制する立法に対しては立法事実の

確認はもとより「厳格な審査」をもって臨

むべきことを裁判所に求める。

このうち，表現の自由を「自分の言いた

いこと思うことを自分の思う仕方で表現す

る自由 19」と捉える立場からは，戸別訪問

の禁止は表現に対する事前抑制となるほ

か，「明白かつ現在の危険 20」の基準によ

り違憲の結論が導かれる。

これに対して，こんにち，表現の自由の

規制立法に対する審査基準については，表

現内容にかかわる規制と表現の時，所，方

法の規制といった表現内容に中立的な規制

とを区別し，後者には前者に比べて緩やか

な審査基準が妥当するという考え方 21 が

一般的になっている（表現内容の規制・内

容中立的規制二分論）22。この二分論のも

とでも，戸別訪問については「選挙運動の

自由に大きな比重をおきつつ，選挙の公正

の原則との間に調和をはかるとすれば，立

法目的の正当性の審査のほか，その目的を

達成するためにより制限的でない緩やかな

規制手段があるかどうかを具体的・実質的

に審査することを要求する LRA の基準 23」

によるのが適切であるとされ，これは最高

裁の用いた基準に比較して厳格であると考

えられる。が，LRA の基準の適用が戸別

訪問禁止について合憲の結論を導くもので

あるのか，それとも違憲の結論を導くも

のであるのかは明らかでない 24。思うに，

LRA の基準を用いた際，選挙運動におけ

る様々な意思伝達手段のうち戸別訪問だけ

を制限したとみれば，より制限的でない規

制として合憲の結論を導くことはできよ

選挙運動における戸別訪問禁止について
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う。しかし，双方向的な意思伝達手段であ

る戸別訪問が他の一方向的な意思伝達手段

（ビラ配布や街頭演説等）と比較・代替で

きる方法となりうるのかは疑問である 25。

また，戸別訪問の禁止のそのものが正当で

あるか否かに注目した場合，LRA の基準

を用いることは適切ではないともいえる。

というのは，この場合，他に選びうる手段

を問題とするものではないからである 26。

戸別訪問の禁止そのものに LRA の基準を

適用するのであれば，戸別訪問の一律禁止

に対しては，本稿で提案するような一部解

禁という方法が考えられるのであるから，

より制限的でない他に選びうる手段が存在

するものとして違憲の結論を導くこともで

きよう。

他方で，表現の自由の規制とは異なる視

点から戸別訪問の禁止には厳格な審査基準

を要しないという見解もある。昭和 56 年

7 月判決に付された伊藤正己裁判官補足意

見である 27。伊藤裁判官は「あらゆる言論

が必要最小限度の制約のもとに自由に競い

あう場ではなく，各候補者は選挙の公正を

確保するために定められたルールに従つて

運動するもの」であり，「このルールの内

容をどのようなものとするかについては立

法政策に委ねられている範囲が広く，それ

に対しては必要最小限度の制約のみが許容

されるという合憲のための厳格な基準は適

用され」ないとした。さらに，憲法 47 条

は国会議員の選挙に関する事項は法律で定

めることとしていることから「選挙運動の

ルールについて国会の立法の裁量の余地の

広いという趣旨を含んでいる」として，「国

会は，選挙区の定め方，投票の方法，わが

国における選挙の実態など諸般の事情を考

慮して選挙運動のルールを定めうるのであ

り，これが合理的とは考えられないような

特段の事情のない限り，国会の定めるルー

ルは各候補者の守るべきものとして尊重さ

れなければならない」と，国会の広い裁量

権について述べている。

なるほど，表現の自由の制限として考え

る限り，戸別訪問禁止に限らず，文書配布

の制限，事前運動の禁止，18 歳未満の者

の選挙運動の禁止，平成 25 年に解禁され

るまでのインターネットによる選挙運動の

禁止など，公職選挙法上の制限・禁止の

多くは違憲となろうから，選挙運動の規

制は，ルールの問題だと考えたほうがよい

とも考えられる 28。しかし，ルールによっ

て基本的人権を制約できるとすれば，あら

ゆる基本的人権が単純に多数の意思で制定

される法律によって制約を受ける危険があ

り 29，立憲主義の思想から乖離することに

なる。憲法上，法律事項であることと立法

裁量とは論理必然的には結びつくものでは

なく 30，憲法上の制度であっても基本的人

権と抵触する場合には最小の規制となると

考えるべきである。

ルール論については戸別訪問に対する規

制の合憲性を説明するためだけではなく

「合理的関連性という緩やかな基準を表現

の自由に対して用いるべき場合を限定する

ため」のものであると擁護もされるが 31，

合理的関連性の基準は，公務員の政治活動

の制限の問題から 32，選挙という一般国民

に関わる領域に拡大してきたものであっ

て，今後，ルール論が他の表現の自由の領

域にまで拡大しないという保証もない 33。

また，表現の自由に対して例外的であれば

緩やかな基準を適用してもよいという根拠

天  野  聖  悦
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もないのである。よって，選挙については

一定のルール設定が不可避であるとして

も 34，広い立法裁量と結びついたルール論

による規制の正当化は，立憲主義の観点か

らは支持しえない。

ところで，伊藤裁判官がルール論を展開

するにあたって，昭和 56 年 6 月判決が列

挙した規制根拠には「それぞれに一応の理

由があり，これを総体的にとらえるとき，

この禁止が合理性を欠くものではないとい

えるかもしれないが，それだけでは，なお

合憲とする判断の根拠として説得力に富む

ものではない」と述べていることは傾聴に

値する。具体的には，最高裁の示した規制

目的①に対しては表現の自由を「害悪発生

のおそれがある」というだけで規制する

には，憲法上も刑法上も問題があるとい

う 35。②に対しては「選挙人への迷惑を少

なくするために訪問の時間や方法に合理的

な制限を加えることが許されるとしても，

私生活の平穏の保持の必要ということは，

一律に戸別訪問を禁止することの理由とし

て十分とはいえ」ないとする 36。③に対し

ては「選挙人にとつて有益な判断資料を与

えるという有効な手段が候補者側の利便に

よつて制限されることは適当ではな」く，

「また戸別訪問が選挙の費用を多額なもの

とするともいわれるが，かりにそうであつ

たとしても，それは法定費用の制限をもつ

て抑えるべきものであるし，およそ戸別訪

問は最も簡便で，選挙費用に乏しい候補者

が利用できる方法であるという面ももつて

いることをみのがしえ 37」ないとする。目

的④に対しては「投票が情実に左右される

という消極的側面を余りに重視しすぎるこ

とになるのみでなく，それは単に推認によ

つてそのような危険性があるというにとど

まり，厳密な事実上の論証があるとは必ず

しもえない」と述べている。さらに，伊藤

裁判官は，昭和 56 年 6 月判決が「戸別訪

問以外の手段方法による意見表明の自由を

制約するものではな」いと述べていること

に対しては，「戸別訪問が直接に政治的意

見を伝えることができるとともに，また選

挙人側の意思も候補者に伝えられるという

双方向的な伝達方法であることなどの長所

をもつことを考えると，戸別訪問の禁止が

ただ一つの方法の禁止にすぎないからとい

つて，これをたやすく合憲であるとするこ

とは適切ではない」と批判する。これらの

批判は学説とも一致するところであり，そ

うであれば戸別訪問禁止は違憲となりそう

であるが，伊藤裁判官は，最高裁の示した

これらの諸理由は戸別訪問禁止が合憲であ

ることの理由としては補足的，附随的なも

のであるとし，これよりも重要な理由とし

てルール論を展開したのである。

（4）「知る自由」に対する制約にもなるこ

と

戸別訪問禁止によって情報を受け取る自

由が奪われることになっているという指摘

もある 38。そもそも人が得る情報というの

は，積極的に収集したものだけでなく偶々

目にしたことによるものも少なくない。例

えば，私たちがテレビを見るとき番組表か

らある程度得られる情報を推測できるけれ

ども，特定の欲しい情報を求めて視聴して

いるわけでもないだろう。そういう中で求

めていた情報に関連する新たな情報が入手

できるかもしれないし，番組の間のコマー

シャルによってまったく関心のなかった新

選挙運動における戸別訪問禁止について
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たな情報を入手することもある。選挙運動

に関しては，候補者のホームページや候補

者の事務所を訪問するというように自ら積

極的に収集することのほか，各戸の郵便受

けに偶々投函された政策ビラ等からその候

補者に関心を持つようなるかもしれない。

戸別訪問禁止はこういった情報への接近を

妨げることになる。

ただ，自身の都合でテレビを消したり，

チャンネルを変えたり，政策ビラを破棄し

たりできるのと異なり，戸別訪問は候補者

の到来が予想できず，ひとたび扉を開けて

しまえば，実際，退去を求めることは困難

であろう 39。このようなことを考慮すると，

E-Mail による選挙運動は，事前にそのメ

ールの受信を許諾した者にしか送信できな

いことになっているように（公選法 142 条

の 4 第 2 項）40，住居等に訪問を許容して

いる旨を明示している場合に限って訪問を

認めることも考えられる 41。戸別訪問を一

律に解禁することは，訪問を望まない者の

私生活の平穏を侵害することになると考え

られるが，戸別訪問の解禁を主張する学説

にはこの観点からの言及はみられない。

民主主義を維持するために多様な情報を

得るべきだとしても，情報は押し付けられ

るべきものではない 42。例えば，すでに特

定の候補者を支持している者にとっては，

他の候補者の訪問は不要でもあろう。他の

候補者の情報は，必要な場合に入手できれ

ばよいのであって，戸別訪問によって提供

される必要はないのである。

４　おわりに

筆者は，私生活の平穏を害することこそ，

近代立憲主義の原則から引き出される他者

加害の禁止として，唯一，戸別訪問の禁止

を正当化する事由であると考えている。戸

別訪問が欧米では定着していようとも 43，

資金力の乏しい者にとっては特に有効な方

法であろうとも，私生活の平穏は守られる

べきである 44。

上述のように，現在の学説は，表現の自

由を重視するあまり（もちろんこれは重要

であるが），私生活の平穏を守り，情報を

拒絶する自由への配慮が足りないようにも

思われる。その一方で，訪問されることを

望む者や拒否しない者がいることを考えれ

ば，「知る自由」の観点からして戸別訪問

の一律禁止も問題がある。

よって判例と学説の妥協点として，戸別

訪問を明示に拒否していない住居への訪問

のみ解禁すべきことを提案する 45。明示の

拒否があるかどうかを確認することは表現

の自由にとっては制約となるかもしれない

が，他者の私生活の平穏を守るには受忍す

べき限度であろう。

1　 公選法 239 条 3 号は，戸別訪問をした者は 1 年

以下の禁錮又は 30 万円以下の罰金に処すると規

定している。

2　 最高裁判決のみならず下級裁判決も含めてその

論理を詳細に分析したものに中谷実「『戸別訪

問』をめぐる司法消極主義と積極主義（1）」龍

谷法学 27 巻 4 号（1995 年）42 頁以下，「同（2）」

滋賀大学教育学部紀要人文科学・社会科学・教

育科学 43 号（1993 年）43 頁以下がある。また，

同論文は学説の動向も分析しているが，同論文

から約 25 年が経過していることから，再度，本

論文において，近年の基本書を中心に学説を整

理する意義はあると思われる。

天  野  聖  悦
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3　最大判昭和 25 年 9 月 27 日刑集 4 巻 9 号 1799 頁

4　 この判決は昭和 45 年 11 月 24 日最高裁小法廷判

決（集刑 178 号 363 頁）まで参照される。

5　 最判昭和 42 年 11 月 21 日刑集 21 巻 9 号 1245 頁。

ただし，このような害悪が生ずることについて

は「明白にして現在の危険があると認められる

もののみを禁止しているのではない」と判示し

た。

6　 最判昭和 43 年 11 月 1 日刑集 22 巻 12 号 1319 頁

7　 最判昭和 56 年 6 月 15 日刑集 35 巻 4 号 205 頁

8　 平成 20 年 1 月 28 日集刑 293 号 11 頁

9　 佐藤幸治『日本国憲法論』（成文堂，2011 年）

413 頁

10   日本国憲法はアメリカ合衆国を通じて J・ロッ

クの思想の影響を受けていることで知られてい

る。本稿であげる基本的人権の制約事由はロッ

クの思想とも矛盾しない。

11   それぞれ論理構成は異なるが，他者加害阻止が

人権の制約事由となることに言及する主な学説

として，宮澤俊義（芦部信喜補訂）『全訂 日本

国憲法』（日本評論社，1978 年）199 頁以下，

田上穣治『新版 日本国憲法原論』（青林書院，

1985 年）115 頁以下，阪本昌成『憲法理論Ⅱ』（成

文堂，1993 年）168 頁以下，竹中勲『憲法上の

自己決定権』（成文堂，2010 年）92 頁以下，佐

藤・前掲書（注 9）134 頁以下，浦部法穂『憲法

学教室第 3 版』（日本評論社，2016 年）85 頁以

下，高橋和之『立憲主義と日本国憲法 第 4 版』

（有斐閣，2017 年）122 頁以下，等がある。

12   しかし，憲法上の制度によってどの程度の自由

が制約されうるのかは学説でも明らかでない。

ただ，人権が国家に先存する自由であることか

らすれば，憲法上の制度を実施するための制約

といえども，その制約は最小であるべきと考え

られる。

13   最高裁も，立憲主義を国家が個人意思の自由に

対し余計な干渉をしないことと解し，「最も少く

政治する政府は，最良の政府であるとする思想」

と述べている。（最大判昭和 23 年 9 月 29 日刑集

2 巻 10 号 1235 頁）

14   現代立憲主義のもとでは，弱者救済のため経済

的強者の経済的自由を制約することも認められ

るが，本稿は表現の自由に関するものであるか

らこの点には立ち入らない。

15   候補者の負担の軽減を考えるならば，最高裁も

学説も現実の選挙運動をみるべきである。選挙

運動は午前 8 時から午後 8 時までに限られるが

（公選法 140 条の 2，164 条の 6，等），候補者は

駅頭で始発前から午前 8 時まで，そして午後 8

時から終電を見送るまで「あいさつ運動」と称

した活動をしており，また，平成 25 年にイン

ターネットによる選挙運動が解禁されてからは

さらに負担が増しているのである。戸別訪問の

禁止だけでは負担の軽減とはなっていないので

ある。

16   市川正人『表現の自由の法理』（日本評論社，

2003 年）330 頁，高橋・前掲書（注 11）351 頁，

渋谷秀樹『憲法 第 3 版』（有斐閣，2017 年）384

頁，佐藤・前掲書（注 9）413 頁，辻村みよ子『憲

法 第 6 版』（日本評論社，2018 年）333 頁。

17   最大判昭和 50 年 4 月 30 日民集 29 巻 4 号 572 頁

（薬事法距離制限事件）は，立法事実に注目した

ものとして知られる。

18   最高裁にも「二重の基準」論を採用したのでは

ないかとみられる判決がある。例えば，最大判

昭和 47 年 11 月 2 日刑集 26 巻 9 号 586 頁（小売

市場開設距離制限事件），最大判昭和 49 年 11 月

6 日刑集 28 巻 9 号 393 頁（猿払事件），最大判

昭和 50 年 4 月 30 日民集 29 巻 4 号 572 頁（薬事

法距離制限事件）。が，最高裁の姿勢に対しては，

精神的自由と経済的自由とに区分しながら，「二

重の基準」論において重要な「精神的自由の規

選挙運動における戸別訪問禁止について
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制立法に対しては厳格な基準を用いる」という

点は，ほとんどまったく生かされていないとい

う批判もある（例えば，浦部・前掲書（注 11）

96 頁）。

19   例えば，浦部・前掲書（注 11）156 頁

20   明白かつ現在の危険については，その適用段階

について学説上の違いがある。田上穣治『新版 

日本国憲法原論』（青林書院，1985 年）117 頁は，

将来の不特定の事件を予測してなされる立法権

についての適用は認めがたいとし，司法と行政

において具体的事件の判断の際になされるもの

とする。他方，アメリカの判例理論ではブラン

デンバーグ基準として法令の合憲性判断にも用

いられるようになり，浦部・前掲書（注 11）97

頁も法令の合憲性判断基準としても用いること

を主張する。

21   浦部・前掲書（注 11）185-186 頁は，内容中立

的規制の場合は，当該表現行為と「害悪」発生

との関連性が比較的明白であるということも少

なくないから，その合憲性については，内容規

制に比べて緩やかでよいともいえるが，内容中

立的規制であってもそのあり方によっては表現

内容を規制するのと同様の効果をもちうるか

ら，その合憲性の判断は慎重であるべきである

とする。

22   市川・前掲書（注 16）75 頁。両者を区別せず

厳格な基準を適用すべきとの立場も有力である

（同書 224 頁）。

23   芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法 第 7 版』（岩波

書店，2019 年）221 頁

24   芦部・前掲書（注 23）。このほか，辻村・前掲

書（注 16）221 頁は，選挙運動の自由を表現の

自由の内容として重視する立場から LRA の基準

を用いる（合憲か違憲かの結論については明言

していない）。

25   市川・前掲書（注 16）83-84 頁も，表現の手段

方法の非代替性を指摘する。

26   戸松秀典『憲法訴訟 第 2 版』（有斐閣，2008 年）

325 頁

27   最判昭和 56 年 7 月 21 日刑集 35 巻 5 号 568 頁

28   小山剛『「憲法上の権利』」の作法 第 3 版』（尚

学社，2016 年）169 頁。なお，中谷・前掲論文

（注 2）の当時は，ルール論に好意的な学説は見

られなかったようである（同論文（2）46 頁）。

29   例えば，裁判員制度によって急性ストレス障害

を発症した者が国家賠償を求めた事件では（福

島地裁平成 26 年 9 月 30 日判時 2240 号），最高

裁も「国民の負担は合理的範囲にとどまる」と

してこの訴えを退けている。また，受信料訴訟

において民放のみから情報を知る自由について

最高裁は，憲法に明示の根拠のない放送の二元

体制という制度を理由に，この「制度の枠を離

れて被告が受信設備を用いて放送を視聴する自

由が憲法上保障されていると解することはでき

ない」と判示した（最大判平成 29 年 12 月 6 日

民集 71 巻 10 号 1817 頁）。なお，この判決に際

して提出された法務大臣の見解については，拙

著「受信料制度に関する法務大臣意見の批判的

検討」日本大学理工学部一般教育教室彙報 106

号（2019 年）1 頁以下。

30   渋谷・前掲書（注 16）384 頁

31   小山剛・前掲書（注 28）170 頁

32   最大判昭和49年11月6日刑集28巻9号393頁（猿

払事件）。最高裁は「禁止の目的，この目的と禁

止される政治的行為との関連性，政治的行為を

禁止することにより得られる利益と禁止するこ

とにより失われる利益との均衡の 3 点から検討

することが必要である」という基準を示し，「公

務員の政治的中立性を損なうおそれのある政治

的行為を禁止する」という目的は正当であり，

そ「のような弊害の発生を防止するため，公務

員の政治的中立性を損うおそれがあると認めら

天  野  聖  悦
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れる政治的行為を禁止することは，禁止目的と

の間に合理的な関連性があるものと認められ」，

公務員の政治的中立性を損うおそれのある行動

類型に属する政治的行為が禁止されることで，

意見表明の自由が制約されることにはなるが，

それは，単に行動の禁止に伴う限度での間接的，

付随的な制約に過ぎず，国家公務員法によって

禁止された行動類型以外の行為により意見を表

明する自由までをも制約するものではなく，「禁

止により得られる利益は，公務員の政治的中立

性を維持し，行政の中立的運営とこれに対する

国民の信頼を確保するという国民全体の共同利

益なのであるから，得られる利益は，失われる

利益に比してさらに重要なものというべきであ

り，その禁止は利益の均衡を失するものではな

い」と判示した。この猿払基準に対しては，公

務員の特殊性を考慮したとしても，学説からの

批判が多い。ただし，後に猿払事件と同様に公

務員の政治的行為が問題となった事件で最高裁

は，禁止の対象とされる行為が「公務員の職務

の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的

に認められる政治的行為」に限定した（最判平

成 24 年 12 月 7 日刑集 66 巻 12 号 1337 頁）。

33   例えば，憲法判例百選Ⅱ［第 7 版］158 事件（横

大道聡）は，ルール論の「拡大的使用に対する

警戒が求められよう。」と述べる。

34   野中俊彦 / 中村睦男 / 高橋和之 / 高見勝利『憲法

Ⅰ 第 5 版』（有斐閣，2012 年）540 頁は，立法

府の裁量を否定することはできないという意味

では，「選挙運動の自由は，そもそも国家から自

由な表現の自由とはその性質を異にするもの」

と述べる。

35   仮に買収等によって選挙の公正が害されたとし

ても，買収等が発覚した際の当選無効によって

是正されえよう。

36   昭和 56 年当時もそうであったと思うが，ライ

フスタイルの多様化が進んでおり，戸別訪問の

時間等を限っても，住民の迷惑を回避できない。

日中の家事の妨げや，テレビを見ている時間の

妨げであれば受忍限度といえるかもしれない

が，夜勤から戻り，やっと床についたところで

睡眠を妨げたり，乳幼児の午睡を妨げたりする

ことは健康被害に繋がるかもしれない。場所や

時間を限ったとしても私生活の平穏は侵害され

るのである。また伊藤裁判官の述べるように「営

利目的などでの訪問ではなく，選挙運動として

の訪問は，それが議会制民主政治においてもつ

意義の大きいことからみて，選挙人において受

忍すべき範囲が広い」としても，戸別訪問を認

めることによる弊害は大きい。

37   最高裁が影響を受けているとされるアメリカの

判例にも，戸別訪問の有用性を説くものがある。

例 え ば，Martin v. City of Struthers, 319 U.S. 141 

（1943）である。この事件は，住民の生活の平穏

を維持するとともに犯罪予防のため，いかなる

理由であっても戸別訪問を禁止する市条例が，

住人の「情報を受け取る自由」をも侵害するこ

とから，アメリカ合衆国憲法修正１条および 14

条によって保障されたプレスと宗教の自由を侵

害するとして違憲とされたものである。

38   奥平康弘『なぜ「表現の自由」か 新装版』（東

京大学出版会，2017 年）199 頁

39   奥平・前掲書（注 38）199 頁は，戸別訪問の一

律禁止を「訪問されることが嫌いな人間，今対

応をせまられている特定の訪問には応じたくな

いと思う人間，あるいは話合いの最中に会話を

打ち切りたくなった人間などなどが，自分の力

で応対拒否することができるものでありうるこ

とを，全く無視した議論でもある」と批判する。

が，このように自分の力で応対拒否することが

できる人間ばかりではないことも考える必要が

あろう。

選挙運動における戸別訪問禁止について
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40   この視点からは電話による選挙運動も私生活の

平穏を害するものであるが，これに対する規制

はない。佐藤・前掲書（注 9）403 頁は，電話が

普及するという社会状況の変化から，私生活の

平穏の侵害は，表現の自由を制約する根拠とな

らないとみているようであるが，電話が私生活

の平穏の侵害その他の弊害が考えらえるように

なったからこそ，発信元の番号を表示する機能

や特定の番号からの着信を拒否する機能が開発

されているのであろう。

41   この点についてはまた Martin v. City of Struthers, 

319 U.S. 141（1943）（注 37）が参考になる。ここ

で裁判所は，適切な方法で訪問を拒否すること

を示している住居への訪問は違法となることを

規定する条例にも言及し，訪問の一律禁止は違

憲であるとしている。

42   ただ，有権者だけでなく国民は一切の選挙に関

する情報を知らなくてもよいというものでもな

いだろう。選挙権には参政の権利とともに公務

の執行という二重の性格が認められるが（二元

説），公務性を認める限り，そこでは適切な判断

をすることが求められるから，選挙に参加する

ための最低限度の情報を「知る義務」というも

のがあるのではないだろうか。

43   辻村・前掲書（注 16）333 頁

44   なお，筆者は拡声器を用いた車での連呼行為も

禁止すべきと考える（注 36 参照）。

45   これは，選挙運動期間中のみならず，日常の政

治活動においても，また，宗教の勧誘やセール

スに対しても妥当すべきである。

天  野  聖  悦

－ 10 －



11

問㢟の所ᅾ

業人が困難なㄢ題に対ᓖした時，解決

の手がかりをいかに捉え，その手がかりを

基にㄢ題解決に向けた行動をどのように起

こしていくのか，また，そうした問題解決

力をどのように学んでいくのか，ㄡがどの

ように教えるのか，といった業人の実㊶

能力の⇍達化および指導の問題は，業人

の職能成長において重要なㄢ題となってい

る。

こうした業人の職能成長に関し，金

（2002），Mc Call, Lom b ard o &  Morrison
（1988）は，࢟ャリアࣃスにおける重要な

できࡈととしての「ひと⓶むける体㦂」と

いうᴫᛕにより業人としての成長の㌿機

について報告している（1） （2）。また，Sitk in
（1992）は，組⧊での意ᅗ的な失ᩋ体㦂と

しての「ᡓ␎的つまずき体㦂」から業人

の学⩦について論じている（3）。こうした

様々な知見から，業人の職能成長におい

ては，失ᩋやᢡを体㦂しそれをඞ᭹する

経㦂が重要な意味をもつ点が推ᐹされる。

しかしながら実際の現場においては，個々

の人々の成長と体㦂の関わりの詳細をᢕᥱ

することは困難である。なぜなら，成長の

実ឤは㏉ってึめてẼづくという┬ᐹ的

な意味をもつからである。すなわち，業

人の成長は，問題状況の中での具体的な行

動を体㦂した後，その行動と結果の過程を

り㏉ることで，行動と結果の関連性を捉

え直し新たなẼづきにより仮説を得て，そ

の仮説が次の新たな行動指㔪となり，次の

問題解決に向けたാきかけが生じるという

イクルによって示される経㦂学⩦によりࢧ

成り立つと考えられる（4）。したがって

業人が経㦂から学ࡪためには，実際の体㦂

のみならず，そうした体㦂をり㏉る過程

が重要な意味をもつ。では，業人はどの

ようにして日々の体㦂を積し，り㏉り，

㸨 1  日本大学理工学部一般教育教室
㸨 2  東大学大学院教育学◊✲科

� 日本大学理工学部一般教育教室彙報　第108号　2020 年 ,��11－22 頁

－論文 －

－ 1 －
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成長にᙺ立つものとして「経㦂化」（5）して

いくのだろうか。

こうした体㦂をり㏉るひとつのዎ機と

して，先述した，様々な職務ㄢ題に取り組

み，その結果として失ᩋに直面する場面が

あげられる（1） （3）。しかしながら，失ᩋが

ネ࢞テブな効果を引き起こす場合もあれ

ば，㏫に࣏ジテブな効果によって学びや

成長につながる場合も存在する（6）。こう

した効果のᕪ異を生む一つの要ᅉとして，

失ᩋをどのように捉えているのかという，

失ᩋというネ࢞テブな出来事に対する信

ᛕや౯値観の違いが指摘されている（6） （7）。

同様に，そうした失ᩋの⨨づけにより◊

✲の方向性も，失ᩋを損害をもたらすネ࢞

テブな事象として捉え未然に失ᩋを防ぐ

ことに↔点を当てた◊✲と，失ᩋを成長や

学⩦の資※として捉え失ᩋからの学びに↔

点を当てた◊✲に大別される（6）。すなわち，

業人が経㦂から学ࡪ際には，失ᩋに関す

るネ࢞テブな౯値を払ᣔし，失ᩋを学び

の㌿機と捉え࣏ジテブな౯値観をもつこ

とが重要となる。ではどのような⎔ቃの中

でどのような経㦂をし，それをどのように

捉える中で失ᩋに対する࣏ジテブな౯値

観がᙧ成され，業人としての⇍達化がな

されていくのだろうか。

本◊✲では，こうした業人の⇍達化過

程についての問いに対し，先行◊✲によっ

て示された経㦂学⩦理論を㋃まえつつ，失

ᩋ体㦂とその経㦂化の個人ᕪを考慮しなが

ら，業人の⇍達化ࣔデル構⠏を下グの手

⥆きにより行うことを目的とする。まず，

ものづくり業でാく従業員 108 ྡを対象

とし，インタビࣗーを通してその人の過去

の体㦂のり㏉りを言ㄒ化し，分析するこ

とで，成長のዎ機としての影響要ᅉを明ら

かにする。その上で，業人が自身の経㦂

をどのように意味づけることにより⇍達化

がなされるのか，経㦂の教育的意味を問い

直し，ࣔデル化をヨみる。

なお，本◊✲でᢅう「失ᩋ」の定義は，

個人レ࣋ルのものや集ᅋレ࣋ルによるもの

もあり，「多様性と階ᒙ性をేせ持つ広範

囲なᴫᛕ」（6）であることから，本◊✲では，

ụ田・୕ἑ（2012）による失ᩋの定義（6）

を㋃まえた上で，業人における失ᩋを「自

身または組⧊集ᅋが職務上の行為を行った

結果，当ึの目ᶆ達成に⮳らないこと，あ

るいは望ましくない結果が生じること」と

定義する。

᪉ἲ

本◊✲の目的が業人の職能成長に関わ

る体㦂の詳細といった対象者の体㦂の内面

にかかわる要ᅉの分析が必要であるため，

質的◊✲法が適している（8）と判断し◊✲

の方法論として採用した。

1㸬対象者および調査期間

関東に本社をもつ，ものづくり業 M
社（従業員 4500 ྡ，機器，施工，プラン

ト業務，国内外に拠点をもつ）の社員 108
ྡを本◊✲の対象者とした。調査は 20X X
年 1 月～ 20X X 年 9 月に実施された。

2㸬データ収集

対象者が勤務する地域の各支店に筆者

が訪問するᙧでデータ収集が行われた。

調査は事前に作成されたインタビࣗー࢞

イࢻにἢうᙧで，各支店の会議室におい

て，2 対 1 の῝ᒙ的（in-d ep th），自由回⟅

的（op en-end ed ）インタビࣗーを༙構㐀的

  村  勝  ᮁ，　ᑺ　得　㟘

－ 2 －
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（sem i-struc tured ）に行った。インタビࣗー

では，対象者の入社時からの体㦂について，

自身の成長に↔点を当て，その体㦂時の出

来事，行動，認㆑，思考，ឤ情等を㐳及的

に㎺るᙧで実施した。具体的には，①◊✲

の目的にἢった対象者の体㦂にᖜ広く触れ

る基ᖿ的質問（ m ain q uestion）㸸（例）「入

社してから今日までの職務体㦂の中で༳象

にṧるᎰしかった体㦂についてお⪺かせく

ださい」，②ㄒられた内容の意味や思考に

ついて明確化させる㏣㊧的質問（follow -up  
q uestion）㸸（例）「その時に影響を受けた上

司や先㍮はいますか」，③ㄒられた内容の

中で↔点化させて῝く᥀り下げてᑜねる㏣

㊧的質問（p rob es）㸸（例）「その時どのよ

うなことを考えましたか」の 3 種類の質問

の組み合わせにより，インタビࣗーのὶれ

にἢうᙧで構成し実施した。

3㸬データ分析

インタビࣗーにより得られた発話デー

タは直ちにテ࢟スト化された後，Cô té  et 
al.（1993）および P atton（2002）による質的

データ分析法に基づき，」数の◊✲者で分

析過程を共有しつつ，以下に示すὶれによ

って階ᒙ的カテࢦリー化が行われた（9） （10）。

①⇍ㄞ

 テ࢟スト化されたインタビࣗーデータの

⇍ㄞを通した意味解㔘メࣔ作成

②意味内容要素（m eaning  units）作成

 一つの意味のまとまりをもった発話内容

の単としての意味内容要素の作成

③ᶆ題（tag ）化

 それぞれの意味内容要素の意味を➃的に

表現する小見出しとしてのᶆ題を作成す

る

リー（subࢦブカテࢧ④ -c ateg ory）作成

 発話の文⬦を考慮しながら意味内容要素

のぶ和性の高いものをまとめ上げてࢧブ

カテࢦリーを作成

յカテࢦリー（c ateg ory）作成

 ᴫᛕのᢳ象度に␃意し次元の統一を意㆑

しながらࢧブカテࢦリーを᭦にぶ和性の

高いものでᣓってカテࢦリーを作成する

4㸬方法論的検証

質的データ分析における方法論的な確か

らしさは，量的◊✲法における信頼性，妥

当性といった視点とは異なる検証方法が求

められる（10） （11） （12） （13）。本◊✲では，フリ

ック・小田ヂ（2011）に基づき，信៰性（デ

ータのリアリテさ）および確実性（デー

タや手⥆きが当てにできるか）によって方

法論的な検証の配慮を行った（11）。

まず第 1 に，インタビࣗーを༙構㐀的に

行うことで質問内容の均質性が確保され

た （11）。第 2 に，ㄒられた言ⴥに基づいて

インタビࣗーが展開されることにより，誘

業人の職務経㦂の意味づけに↔点を当てた⇍達化過程の質的分析

－ 3 －

支店 人数等 インタビュー実施日

ᾏ道 営業所長 1 ྡを含む 13 ྡ 20X X 年 3 月

東 営業所長 1 ྡを含む 13 ྡ 20X X 年 9 月

関東 支店長 1 ྡを含む 11 ྡ 20X X 年 5 月

中部 営業所長 1 ྡを含む 12 ྡ 20X X 年10月

関す 支店長 1 ྡを含む 13 ྡ 20X X 年 7 月

中国 営業所長 1 ྡを含む 12 ྡ 20X X 年 9 月

ᅄ国 営業所長 1 ྡを含む 9 ྡ 20X X 年 9 月

ᕞ 支店長 1 ྡを含む 14 ྡ 20X X 年 6 月

本社 㢳問を含む 11 ྡ 20X X 年 8 月

計 108 ྡ

㸨 調査対象となった会社ではᙺ職が設けられていな

いため，本◊✲では営業所長，支店長，㢳問のみ

をᙺ職者としてᢅった。

⾲ �㸬ᑐ㇟⪅୍ぴ
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導的な質問や個人的な解㔘による論理的㣕

㌍を避け，対象者の体㦂と認㆑の詳細が発

話の文⬦の中でㄒられることで信៰性が確

保された（12）。第 3 に，Cô té  et al.（1993）
および P atton（2002）に基づき，データ分

析過程を」数の◊✲者間で共有し，数回に

Ώるデスカッシࣙンを通して分析を行う

トライアンࣗࢠレーシࣙンを用いることに

より多ゅ的な分析が可能となり，確実性が

確保されたと考えられる （9） （10）。

5㸬個人情報の取りᢅい

全ての対象者には，事前にཱྀ頭と文書で

◊✲目的・方法について説明した上で，調

査協力は自由意思に基づくこと，随時拒否

と᧔回が可能であること，および༏ྡ化さ

れたデータを◊✲に用いることについて説

明し，理的な配慮を十二分に行うことで

◊✲を目的とした個人データの使用の解

を得た。

⤖ᯝおࡧࡼ⪃ᐹ

得られた 1706 の意味内容要素（m eaning  
unit）の分析の結果， 16 のࢧブカテࢦリー

が得られ，それらは最終的に 4 つのカテࢦ

リーに分類された（表 2）。以下カテࢦリ

ーẖの分析内容をもとに，ものづくり業

人の職能成長のዎ機に影響を与える要ᅉに

関しその構成要素および全体ീについて検

討する。なお，カテࢦリーは࠙ ࢧ，ࠚブカ

テࢦリ̿は『』，ᶆ題は㸺㸼，意味内容要

素は「」で示す。

1㸬࠙ やりがいឤを伴った仕事へのᑓ心ࠚ

多くの対象者が，自身が意㆑する達成に

向けた職務活動を遂行する中で，やりがい

ឤを得ながら，阻害要ᅉを認知し，ㄢ題解

決に向けた，外から見Ώす目としてのメタ

認知的ᚿ向性が意㆑されていく体㦂を実ឤ

し，それを自身の成長のዎ機として捉えて

いる。こうしたやりがいឤと仕事へのᑓ心

を実ឤする体㦂を表す࠙やりがいឤを伴っ

た仕事へのᑓ心ࠚのカテࢦリーは，『多ᛁ

ឤと↔⇱ឤ』に迫られながらも『実ឤと

期ᚅឤ』を実ឤし，職務活動にἐ頭する中

で『阻害要ᅉの認知』がなされることで，

『メタ認知的なᚿ向性のᙧ成』に⮳るࢧブ

カテࢦリーに示される一連の過程を説明す

るカテࢦリーとして作成された。この中で

『実ឤと期ᚅឤ』『阻害要ᅉの認知』およ

び『メタ認知な的ᚿ向性のᙧ成』のࢧブカ

テࢦリーを説明する代表的な意味内容要素

として下グがあげられる。

「 若くても≀件のチームリーࢲーとして収

める，おᐈさんも M 社の代表者として接

してもらえるので，௵されているとかお

ᐈ様の期ᚅを受けて裏切れないという思

いがありました。それはあまりⱞ③じࡷ

なくて，どちらかというと仕事のやるẼ，

やりがいをみんなឤじてやっていまし

た。」㸺期ᚅを裏切れない強い思い㸼  『

実ឤと期ᚅឤ』

「 失ᩋ経㦂を⧞り㏉す中で，次第に先の展

開や࿘囲の状況，想定される問題や活用

資※といったことに目を向けるようにな

りました。それができるようになると仕

事が格段に面白くなってのめり㎸んでい

くឤじでした」㸺視点の変化と仕事への

のめり㎸み㸼  『阻害要ᅉの認知』

  村  勝  ᮁ，　ᑺ　得　㟘

－ 4 －
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－ 5 －

⾲ �㸬ᴗேの⇍㐩にᙳ㡪を࠼るせᅉをᵓᡂする୍࣮ࣜࢦࢸ࢝ぴ

カテゴリー サブカテゴリー 主要な意味内容要素と標題

やりがいឤを

伴った仕事

へのᑓ心

多ᛁឤと↔⇱ឤ
何をどうしたらいいかわからない，持ってこいと言われても何を持ってきたらいいかわか

らない，どうしていいかわからない，ただいるだけ。㸺わからずに戸惑う㸼

実ឤと期ᚅឤ

若くても≀件のチームリーࢲーとして収める，おᐈさんもM 社の代表者として接しても

らえるので，௵されているとか，おᐈ様の期ᚅを受けて裏切れないという思いがありま

した。それはあまりⱞ③じࡷなくて，どちらかというと仕事のやるẼ，やりがいをみん

なឤじてやっていました。㸺期ᚅを裏切れない強い思い㸼

阻害要ᅉの認知

失ᩋ経㦂を⧞り㏉す中で，次第に先の展開や࿘囲の状況，想定される問題や活用資※

といったことに目を向けるようになりました。それができるようになると仕事が格段に面

白くなってのめり㎸んでいくឤじでした。㸺視点の変化と仕事へののめり㎸み㸼

メタ認知的なᚿ向性の

ᙧ成

うちのいいところは，表面じࡷなく考えて，その先を見ながら開発や設計をするというと

ころもありますから，そのためにもやらないと表面だけになっちࡷう。㸺多ゅ的に≀事を

みる⩦័ᙧ成㸼

学びの姿勢

を⏘み出す

もがいて

やりᢤく体㦂

⫙で知る
おᐈさんや業者さんにᛣられ，やっࡥそういう③い目にあって覚えていってるんですね。

㸺③い目にあって仕事を覚える㸼

᥈し求める

࿘りに⪺く人がいないんですよ。そうすると自分らでຮ強してやっていくしかなかったん

ですよね。そういう意味ではものすࡈく，自分たちで᥈してやっていました。㸺自らຮ強

して問題解決に向かう㸼

考えᢤく

教えられたというよりも考えざるを得ない状況や場に教えられたっていう意㆑がᅽಽ的

に強いですね。あとはどうやって生かすかっていうのは自分の㈐௵になるので，ᚭᗏ的

に考えᑾくす，そういう意㆑がありますね。㸺考えざるを得ない中で考えᑾくす㸼

やりᢤく
やらないといけないということがあったので一生ᠱやって，バカみたいにẖ日ẖ日そ

れの⧞り㏉しだったんですよ。㸺やらないといけない㸼

育てる力と自

ら学ࡪ力の┦

作用

組⧊文化

あんまりうちの会社って教えてくれるっていうような社㢼がなくて，どちらかというと上

司というか先㍮の⫼中を見て，あとは業者さんとかおᐈさんから教えられて今日に⮳る

みたいなそんなឤじでしたね。㸺⫼中を見て学ࡪ社㢼㸼

関ಀ性
同じチームの中で共通の言ㄒがあり共通のឤ覚知があり，それを育てていくイメージで

すね，新しくチームになった人達に対して。㸺共通ឤ覚を育てる関ಀ性㸼

支的⎔ቃ

あの先㍮だったらどういうࡩうに考えるんだろうってイメージする。こういうࡩうに考える

んじࡷないかなと。自分とはまた違う考えなので，その考えをもって行動するといい方

向に行きますね。㸺間接的な指導的作用㸼

ᣮᡓ

失ᩋはできるだけした方がいい。問題はそういったことを許容できる組⧊かということ。

そういう㞺囲Ẽがあったんです。いいんじࡷないの，やってみたらって。㸺失ᩋを許容す

る㞺囲Ẽ㸼

ありたい自分

ീの保持

成ຌ体㦂
㈐௵を持って意思決定させてもらえたっていうのはすࡈくやるẼにつながりました。㸺㈐

௵ឤの委ㆡによる動機づけ㸼

ാき⏥斐

おもしろいと思ったから，自分の中で，仕事が。自分でトラブル行って直してᖐってくる，

素直に直してᖐってきて，自分の思い通りになったときの喜びって༙➃なかったんです

よ，の中で。㸺達成した喜び㸼

学びの่⃭

外部の方と一⥴にやったということもあって，私にとっては非常にຮ強になった。どち

からというと私は現場の経㦂でやってきましたけど，この人たちは理ᒅや論理でやるの

で，自分で経㦂してきたことがこの人たちと一⥴にやることによって頭の中が整理された

という時期でした。そういう意味では 60 になってもຮ強できたなと思っています。㸺ຮ

強し⥆ける体㦂の意味づけ㸼

᭦なる᥈✲
自分の実度に関して一番大きなものは，やはり，ᨵၿ力というか，問題解決。それは

今までの自分の経㦂が活きているからですね。㸺経㦂を生かす場の存在㸼
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「 うちのいいところは，表面じࡷなく考え

て，その先を見ながら開発や設計をする

というところもありますから，そのため

にもやらないと表面だけになっちࡷう。」

㸺多ゅ的に≀事をみる⩦័ᙧ成㸼  『メタ

認知な的ᚿ向性のᙧ成』

このように，やりがいឤと仕事へのᑓ心

を実ឤする体㦂の中に，厳しい状況の中で

期ᚅឤを実ឤしつつ問題解決に向けた視点

を変化させていくことにより，仕事での達

成ឤや成長ឤが得られていく⇍達化過程が

┳取される。

2㸬࠙ 学びの姿勢を⏘み出すもがいてやりᢤ

く体㦂ࠚ

職務の厳しさを『⫙で知る』ことで問題

解決方策を『᥈し求める』意㆑や行動が生

起し，ᚭᗏ的に『考えᢤく』ことを通して

『やりᢤく』行動に⮳る一連の過程を説明

するカテࢦリーとして作成された。この中

で『⫙で知る』『᥈し求める』および『考

えᢤく』のࢧブカテࢦリーを説明する代表

的な意味内容要素として下グがあげられる。

「 おᐈさんや業者さんにᛣられ，やっࡥそ

ういう③い目にあって覚えていってるん

ですね。」㸺③い目にあって仕事を覚える

㸼  『⫙で知る』

「 ࿘りに⪺く人がいないんですよ。そうす

ると自分らでຮ強してやっていくしかな

かったんですよね。そういう意味ではも

のすࡈく，自分たちで᥈してやっていま

した。」㸺自らຮ強して問題解決に向かう

㸼  『᥈し求める』

「 教えられたというよりも考えざるを得な

い状況や場に教えられたっていう意㆑が

ᅽಽ的に強いですね。あとはどうやって

生かすかっていうのは自分の㈐௵になる

ので，ᚭᗏ的に考えᑾくす，そういう意

㆑がありますね。」㸺考えざるを得ない中

で考えᑾくす㸼  『考えᢤく』

こうした発話に，各個人が自分自身で何

とかしなければならない状況に立ち，自律

的に問題解決行動に向かう姿勢が強く意㆑

されていく，いわばもがきᑾくす中で学ࡪ

姿勢が構⠏されていく過程が┳取される。

そこでは，できない自分の自覚と他者との

協力の重要性が再認㆑され，他者を巻き㎸

む意㆑ᙧ成と，学び⥆ける⩦័ᙧ成がなさ

れていく過程が示されている。

3㸬࠙ 育てる力と自ら学ࡪ力の┦作用ࠚ

教えられる支的⎔ቃと自ら学ࡪ姿勢の

┦作用もまた業人の成長の大きな要ᅉ

となっている。業に存在する『組⧊文化』

や自身を取り巻く『関ಀ性』に基づく『支

的⎔ቃ』の中で『ᣮᡓ』がなされ，成長

ឤが実ឤされるࢧブカテࢦリーに示される

一連の教え学ࡪ⎔ቃの存在を説明するカテ

⧊リーとして作成された。この中で『組ࢦ

文化』『関ಀ性』『支的⎔ቃ』および『ᣮ

ᡓ』のࢧブカテࢦリーを説明する代表的な

意味内容要素として下グがあげられる。

「 あんまりうちの会社って教えてくれるっ

ていうような社㢼がなくて，どちらかと

いうと上司というか先㍮の⫼中を見て，

あとは業者さんとかおᐈさんから教えら

れて今日に⮳るみたいなそんなឤじでし

  村  勝  ᮁ，　ᑺ　得　㟘

－ 6 －
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たね。」㸺⫼中を見て学ࡪ社㢼㸼  『組⧊文

化』

「 同じチームの中で共通の言ㄒがあり共通

のឤ覚知があり，それを育てていくイメー

ジですね，新しくチームになった人達に

対して。」㸺共通ឤ覚を育てる関ಀ性㸼  
『関ಀ性』

「 あの先㍮だったらどういうࡩうに考える

んだろうってイメージする。こういうࡩ

うに考えるんじࡷないかなと。自分とは

また違う考えなので，その考えをもって

行動するといい方向に行きますね。」㸺間

接的な指導的作用㸼『支的⎔ቃ』

「 失ᩋはできるだけした方がいい。問題は

そういったことを許容できる組⧊かとい

うこと。そういう㞺囲Ẽがあったんです。

いいんじࡷないの，やってみたらって。」

㸺失ᩋを許容する㞺囲Ẽ㸼  『ᣮᡓ』

手取り足取り教えるという指導ではな

く，場を共有し，問題解決行動のイメージ

を共有し，支的な関ಀ性が構⠏される中

で，ᣮᡓし，失ᩋを経㦂することを通して

学びが体㦂されていくという，教え学ࡪ┦

作用の存在が業人の職能成長をಁ進さ

せる構㐀が┳取される。

4㸬࠙ ありたい自分ീの保持ࠚ

職務を遂行する中で『成ຌ体㦂』を重ね

『ാき⏥斐』を見出すことにより，将来的

に自身がありたい姿が意㆑されていく。そ

こでは『学びの่⃭』となる他者の存在が

自身の成長を後押しするᙧで『᭦なる᥈✲』

がᙧ成されていく一連の意㆑過程を説明す

るカテࢦリーとして作成された。この中で

『ാき⏥斐』『学びの่⃭』および『᭦なる

᥈✲』のࢧブカテࢦリーを説明する代表的

な意味内容要素として下グがあげられる。

「 おもしろいと思ったから，自分の中で，

仕事が。自分でトラブル行って直してᖐっ

てくる，素直に直してᖐってきて，自分

の思い通りになったときの喜びって༙➃

なかったんですよ，の中で。」㸺達成し

た喜び㸼  『ാき⏥斐』

「 外部の方と一⥴にやったということも

あって，私にとっては非常にຮ強になっ

た。どちらかというと私は現場の経㦂で

やってきましたけど，この人たちは理ᒅ

や論理でやるので，自分で経㦂してきた

ことがこの人たちと一⥴にやることに

よって頭の中が整理されたという時期で

した。そういう意味では 60 になってもຮ

強できたなと思っています。」㸺ຮ強し⥆

ける体㦂の意味づけ㸼  『学びの่⃭』

「 自分の実度に関して一番大きなものは，

やはり，ᨵၿ力というか，問題解決。そ

れは今までの自分の経㦂が活きているか

らですね。」㸺経㦂を生かす場の存在㸼  
『᭦なる᥈✲』

こうした発話に，職務にᑓ心する中で将

来的な自分ീが次第に意㆑され，再ᙧ成さ

れ⥆け，学びの┦作用に身を⨨く姿勢が

強く意㆑されていく中で成長が実ឤされて

いく過程が┳取される。そこでは，仕事を

通した喜びや達成ឤ，成長ឤといった強い

業人の職務経㦂の意味づけに↔点を当てた⇍達化過程の質的分析

－ 7 －
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ឤ情を伴う成ຌ体㦂が成長を後押しするᙧ

で影響を与えている点が┳取される。

⥲合ⓗ⪃ᐹ

本◊✲の目的は，業人の職能成長に関

わる体㦂の詳細を分析することにより，

業人の成長のዎ機に影響を与える要ᅉを明

らかにすることであった。分析の結果，本

◊✲の対象者において，࠙ やりがいឤを伴

った仕事へのᑓ心࠙ࠚ 学びの姿勢を⏘み出

すもがいてやりᢤく体㦂࠙ࠚ 育てる力と自

ら学ࡪ力の┦作用ࠚおよび࠙ありたい自

分ീの保持ࠚの 4 つの要素によって示され

る⇍達化過程への影響要ᅉが┳取され，そ

れぞれの要素が┦に作用する中で業人

としての職能成長をಁ進していく一連の過

程が推ᐹされた。こうした要ᅉの┦の関

連性を，業人の⇍達体㦂ࣔデルとして

ᅗ 1 に示した。この中で，ᅗ下部の࠙学び

の姿勢を⏘み出すもがいてやりᢤく体㦂ࠚ

は，その後の職能成長の大前提としての学

びの態勢ᙧ成がなされ，⇍達段階に応じた

ᣮᡓを⧞り㏉すという意味で，対象業に

おける職能成長の基┙となる要ᅉとして

⨨づけられる（14）。こうした⇍達段階に応

じた新たなㄢ題状況に身を⨨く体㦂につい

て，ブランスフ࢛ーࢻほか（2002）は「᥈

求的なึ心者㸸I ntellig ent N ovic e」のᴫᛕ

を用いて説明している。᥈求的なึ心者と

は，解決に向かうㄢ題へのẼづきとコント

ロールというメタ認知ᢏ能を学⩦方␎とし

てもつ人々を指しており，ある領域での学

びを別の領域での学びに応用できる点が特

ᚩである。それゆえ，他のึ心者よりも新

たな領域をより᪩く学⩦することができ

る。そのためには，居心地のよい状態にと

どまらず，自己批判的な状況に身を⨨くこ

とが求められる（14）。

この࠙学びの姿勢を⏘み出すもがいてや

りᢤく体㦂ࠚを基┙とし，࠙ 育てる力と自

ら学ࡪ力の┦作用ࠚを通して⇍達段階

に応じた成長が実ឤされ，࠙ やりがいを伴

った仕事へのᑓ心ࠚがなされ，࠙ ありたい

  村  勝  ᮁ，　ᑺ　得　㟘

－ 8 －

ᅗ �㸬ᴗேの⇍㐩にᙳ㡪をཬࡰすせᅉと⇍㐩ࣔࣝࢹ



19

自分ീの保持ࠚの認㆑に⮳る一連のὶれが

ᅗ 1 中の点⥺▮༳で示されている。本◊✲

の対象となった業では，「失ᩋをᛣられ

たことはないです。会社に入って。結果的

にうまくいかないことはあるんですけど，

それに対して罰とかペࢼルテを受けたこ

とがなくて，そのへんはᏳ心して若い人た

ちがチャレンジしていけるっていうところ

はあると思います」といった発話に示され

る通り，ᣮᡓをዡບし，失ᩋから学ࡪ組⧊

㢼ᅵがᙧ成されており，その結果，主体者

意㆑としての指し手ឤ覚による行動意㆑が

本人の行動基┙として自覚されている。こ

の点に関しある対象者は次のように述べて

いる。

「 やらされているというよりも，自分から

やっているというឤ覚がありました。や

らされឤというのはឤじなかったです。

どれだけṧ業してトラブルがあっても」。

こうした⇍達体㦂を経て，自身および会

社を取り巻く阻害要ᅉへの認知が高まり，

自身及び組⧊の職能成長がಁ進され，学び

⥆ける組⧊集ᅋとして全体の⇍達化がなさ

れている構㐀が┳取される。

しかしながら，いくつかのㄢ題も存在し

ている。まず第 1 に，⇍達化の個人ᕪの存

在である。対象者の中には，一定程度の⇍

達はなされてはいるものの，限られた範囲

に␃まる職能成長が┳取される人々が存在

している。この点に関しある対象者は次の

ように述べている。

「 今やってる仕事のまま自分だけのᢏ能に

していっちࡷうんですね。自分が第一人者

になる。そうすると競合がこなくなる。そ

のまま 50，60 までいくと会社ではある程

度必要とされるので，機Ეについてはこの

人に⪺けというように。そういう状況を自

ら作っていってしまうので，他のことやれ

と言われても自分はこれをやりますと。」

こうした，問題解決可能なᑓ㛛領域の限

定性，ᙺ遂行の限定性，⋓得したᑓ㛛的

ᢏ能の非開放性といった，言わば㛢じた⇍

達体㦂をもつ人々は，⇍達段階に応じたඞ

᭹体㦂が೫っており，特定の仕事にᑓ心し

業人の職務経㦂の意味づけに↔点を当てた⇍達化過程の質的分析

－ 9 －

ᅗ �㸬㛢じࡓ⇍㐩య㦂ࣔࣝࢹ
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ても協ാ的な仕事意㆑が欠ዴしているた

め，学びの経㦂の多様性が欠ዴしている。

その結果，೫った学びの経㦂を通した⊃い

成長での満足ឤから，阻害要ᅉの認知の⊃

㝼化，自身のありたい姿と会社からあって

ほしい姿とのᕪ異といった問題が生じてい

る（ᅗ 2）。
また，対象者の中には，⇍達が進まず，

職能成長の実ឤも実態も見えない人々が存

在している。この点に関しある対象者は次

のように述べている。

「 与えられた仕事のみに傾注し，それ以外は

関心を持たないという人は成長しないです

ね。失ᩋを避け，ᣮᡓせずにできる範囲の

ことを無理のない範囲でこなしていく。そ

こに業人としての学びはないですね」。

こうした，言わば⇍達化がしている

人々は，⇍達段階に応じたඞ᭹体㦂が欠ዴ

しており，学びの経㦂の多様性が欠ዴして

いる。その結果，自律的な仕事へのᑓ心の

欠ዴ，学びの経㦂を通した成長ឤの欠ዴ，

阻害要ᅉの認知の不足，自身のありたい姿

と会社からあってほしい姿とのᕪ異といっ

た問題が生じている（ᅗ 3）。
また，本◊✲によって明らかにされたも

う一つのㄢ題として，時代的な変化と人ᮦ

育成の㱈㱒があげられる。20 ～ 30 年前の

業を取り巻く社会状況は，現在よりもᣮ

ᡓや失ᩋに対する౯値観が異なっていたと

いう実ឤを多くの対象者がもっていた。こ

の点に関し，ある対象者は次のように述べ

ている。

「 今は社内でも失ᩋは許されないように

なってきていますし，おᐈさんも生⏘に影

響するようなことはクレームとして上がっ

てきてしまうので，なかなか若い人はẼ持

ちよくఙびやかに仕事をするのが難しい

時代になってきているとは思います」。

こうした時代的な変化に応じた業人の

⇍達化に向けた人ᮦ育成の新たな方策が求

められている。本◊✲で明らかとなった⇍

達化影響要ᅉを生かしつつ，今日の社会的

ᅗ 3㸬ࡓࡋ⇍㐩య㦂ࣔࣝࢹ

－ 10 －

  村  勝  ᮁ，　ᑺ　得　㟘
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情勢に合致した人ᮦ育成の在り方の開発が

危急のㄢ題である。

⤖ㄒ

本◊✲の対象となった業人の⇍達化に

影響を及ࡰす要ᅉは，࠙ やりがいឤを伴っ

た仕事へのᑓ心࠙ࠚ 学びの姿勢を⏘み出す

もがいてやりᢤく体㦂࠙ࠚ 育てる力と自ら

学ࡪ力の┦作用ࠚおよび࠙ありたい自分

ീの保持ࠚの 4 つの要素によって示される

⇍達化過程への影響要ᅉから構成されてお

り，それぞれの要素が┦に作用する中で

個人の⇍達化と組⧊集ᅋの⇍達化が同時に

なされている点が明らかとなった。同時

に，そうした⇍達化には個人ᕪが存在する

事，時代的な変化への対応が求められる事，

といったㄢ題も存在する点が明らかとなっ

た。

ṧされた今後のㄢ題として，個人ᕪの問

題解決方策の検討，時代的な変化に対応し

得る人ᮦ育成方策の検討があげられる。᭦

に，こうした時代的な変化に対応した⇍達

体㦂を積み重ねている人々も存在している

ことから，⇍達化によるࢦールとしての⇍

達者の実㊶能力の解明がㄢ題としてṧされ

る。特に業においては職種ࡈとにそれぞ

れ⊂自の実㊶能力が求められるため，共

通基┙としての⇍達者の実㊶能力と共に，

個々の実㊶場面に合わせた⇍達化過程の解

明が不可欠となる。こうしたṧされたㄢ題

を解明することで，業現場における人ᮦ

育成の提言が可能となると考える。今後の

ㄢ題としたい。
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はじめに

本論文の目的は，言ㄒや文化の異なる

ⱥ米におけるࣦルࢻルフ教育（W ald orf 
Ed uc ation）の受容のあり方を検討すること

によって，この教育実㊶に関する言ㄒ教育

の一側面を解明することにある。R. シࣗ

タイࢼー（Rud olf Steiner，1861-1925）の

教育思想に基づき，1919 年にࢻイࢶで⏘

声を上げた自由ࣦルࢻルフ学ᰯ（F reie 
W ald orfsc hule）がୡ⏺に伝していく際に，

言ㄒや文化の違いによってコンフリクトが

生じることが考えられる。とくに，ẕ国ㄒ

教育に関しては，その違いを意㆑せざるを

得なく，ࢻイࢶ文学に対応する教ᮦをⱥㄒ

文化ᅪにおいてどう設定すべきかといった

問題が生じることになる（H utc hins，1966，
p .49-50） 。
たとえば，ⱥㄒᅪの教ᖌたちは，ࢻイࢶ

ㄒᅪでࢤーテなどのリが題ᮦであった場

合，イࢠリス・ロマン主義のリなど，時代

的に対応すると想定されるものを教ᮦとし

てᢅえばよいのだろうか。しかし，それだ

けでは，教ᖌ自身がどのような視点から題

ᮦを分析し，どのようなᤵ業を展開して，

生ᚐたちに何を学ばせたいのかが明確には

ならない。それゆえに，ⱥㄒᅪの教ᖌたち

は，シࣗタイࢼーの言説などと関連させな

がら，多様なアプローチをヨみてきた。そ

こで本論文では，シࣗタイࢼーが人類にお

ける意㆑の変容の分析から導かれた観点に

基づいたカリࣗ࢟ラムであると捉え（ᰘ山，

2016），ⱥㄒやイࢠリス文学に関する「意

㆑の進化（the evolution of c onsc iousness）」
（P D ，p .73）を◊✲に基づくアプローチに

着目することにしたい。

ここでは，言ㄒ学者 O . バーフールࢻ

（2wen %ar¿eld， 1898-1997）に↔点を当て

て考ᐹすることにしたい。なぜならば，

バーフールࢻはシࣗタイࢼーが提ၐし

た「人ᬛ学を特ᚩづける一つの方法は意

㆑の進化の体系的論じ方と言えるだろう」
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（RM，p .207）と述べているように，シࣗ

タイࢼーの思想の特ᚩが「意㆑の進化」の

捉え方にあるとした人≀であり，ᙼの思想

がⱥ米のࣦルࢻルフ教育において注目さ

れているからである。

たとえば，アメリカの教育学者であり，ࣦ

ルフ教育に対する೫見のないアプロࢻル

ーチを提示すると評౯される（Sag arin，2011，
p .162），D .M. スローン（D oug las M.Sloan）が
主張する「Ὕᐹ㸻想ീ力」の一部には，バ

ーフールࢻの思想の影響が見受けられる

（Sloan，1993）。また，米ࣦルࢻルフ学

ᰯ協会（T he Assoc iation of W ald orf Sc hools 
of N orth Am eric a）のࣦルࢻルフ高等学

ᰯ◊✲プロジ࢙クト（ W ald orf H ig h Sc hool 
Researc h P roj ec t）の一⎔として行われた「ⱥ

ㄒのコロ࢘࢟ム」の報告書では，「ࣦル

ルフⱥㄒ教ᖌへの推⸀書」として，バーࢻ

フールࢻの『ⱥㄒのṔྐ』（1926）や『意

味の再発見とその他の論文』1）（1977）など，

シࣗタイࢼーの著作の 7 を上回る 8 の

著作が推⸀されている 2）。このように，バ

ーフールࢻの思想はࣦルࢻルフ関ಀ者

に注目されているが，ᙼ自身は人ᬛ学協会

の活動に参加していたものの，ⱥ米のࣦ

ルࢻルフ学ᰯにおける教育活動への直接的

なかかわりはない。それゆえに，ⱥ米のࣦ

ルフ教育において，どのような点がࢻル

注目されているのか検討する必要があるだ

ろう。

なお，バーフールࢻとシࣗタイࢼーの

関ಀについては，山㷂ὒ子がᙼの言ㄒ論の

分析をてがかりに，イࢠリス新教育運動と

その思想₻ὶとしてのシࣗタイࢼー教育思

想の受容に関する⫼ᬒについて論じている

（山㷂，2009）。そこで本論文では，山㷂の

◊✲成果を㋃まえつつも，ࣦルࢻルフ教

育の側面から，バーフールࢻの言ㄒ観を

⨨づけることをヨみたい。なぜならば，

シࣗタイࢼーとバーフーࢻでは着║点に

違いがあり，バーフールࢻはシࣗタイࢼ

ーの見解を補するようなᙧで新たな視ᗙ

を示そうとしているからである。

要するに，バーフールࢻやⱥ米のࣦ

ルࢻルフ教育の関ಀ者がシࣗタイࢼーの思

想とどう向き合い，それをどう受容するの

かが問題となる。そこで以下では，バーフ

における意㆑の進化やᙼの言ㄒ思ࢻール

想の特ᚩを検討したうえで，ⱥ米のࣦル

ルフ教育の言ㄒ教育との関連について検ࢻ

討していくことにしたい。

�㸬ࢻ࣮ࣝࣇ࣮ࣂとព㆑の㐍

バーフールࢻにおける意㆑の進化の捉

え方には，シࣗタイࢼーと共通している点

が見受けられる。しかしその一方で，バー

フールࢻは⊂自の関心と◊✲方法に基づ

き，ᙼ⊂自のᴫᛕを提示しながら，意㆑

の進化について論じているのである。そ

こで以下では，バーフールࢻとシࣗタ

イࢼーとの着║点の違いやࢻイࢶのဴ学

者 E. カッシーラー（Ernst Cassirer， 1874-
1945）の思想と共㬆する点なども㋃まえつ

つ，バーフールࢻにおける意㆑の進化の

特ᚩを検討していくことにしたい。

（1）バーフィールドの意識の進化
バーフールࢻは，1925 年にⱥㄒᅪで

最ึに設立されたイࢠリスのࣦルࢻル

フ学ᰯ（T he N ew  Sc hool）の設立にᑾ力し

た A.C. Alfred）ࢻッ࢘ーࣁ  Cec il H arw ood ，

ᰘ  山  ⱥ  樹

－ 2 －
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1898-1975）と同じ高ᰯに通っており，ླྀ

情リのメタフーへの関心もࣁー࢘ッࢻ

との出会いによるものである（B lax land  
d e Lang e，2006，p .150）。その後，二人は

シࣗタイࢼーの思想と出会い，1923 年に

バーフールࢻは人ᬛ学協会に入ること

となる（B lax land  d e Lang e，2006，p .185）。
バーフールࢻは，28 年間ᘚ護ኈ事務所

で勤務しながら執筆活動を行っていた。

1960 年代以㝆にはブランࢲイス大学など，

アメリカの大学でᐈ員教ᤵとしてᣍかれて

ㅮ義を行い，ᙼの著作はアメリカでも出版

されたのである。

バーフールࢻの『リㄒ㸸意味の◊✲』

（1928）における◊✲関心は，ླྀ情リを㚷

㈹する際に生じる「ឤじ取られた意㆑の

変化」という経㦂に関するものであった

（ P D ， p .40）。ᙼによれば，「ឤじ取られ

た」というのは，変化そのものにẼが付

く，あるいは注意が向くということとさ

れる（ib id .， p .40）。また，このような変

化は，リ人が㐀した言ⴥだけではなく，

神話などのኴྂの言ㄒにおいても，リ人

やⱁ⾡のຓけをりずに，同じ変化を経

㦂するとされる。そのため，ᙼは言ㄒに

おけるリ的な要素について，ኴྂにおけ

る言ㄒ自体の性質とリ人の個性に目覚め

た想ീ力という二つの※Ἠがあるという

認㆑に立ち，意㆑の進化のあり方を解明

しようとしたのである（ib id .，p .20）。ᙼは，

まず原ึの意味が「自然によって与えら

れた（ g iven）」（ib id .，p .96）と解㔘し，「与

えられた」意味である限りにおいて，「比

႘的（¿gXratiYe）」起※をもつものと捉え

る。その一方で，ᙼはリ人のような個人

の意から生まれてきた意味のである限

りにおいて，「メタフー（ m etap horic al）」
起※をもつものと捉えて，両者の関ಀを

整理したのである（ib id .， p .131）。なお，

バーフールࢻはその後に，前者を「最

ึの関与（ p artic ip ation）」，後者を「最終

の関与」という表現で論じている（SA，

p .4）。
バーフールࢻはこのような視点から人

間と自然の関与を分析しようとした。それ

に対して，シࣗタイࢼーはኴྂの時代に「ୡ

⏺との共̿体㦂を心象によって表象するた

めの器官が人間に備わっていた」（G A39，
S.18）と断言し，動≀の器官のように，ኴ

ྂの人間の㏱視力（H ellsehen）が退化し，

リ的想ീ力が付与されたと主張するのであ

る（ᰘ山，2016，65 頁）。バーフールࢻ

は，シࣗタイࢼーが述べた「先♽ᖐり的な

㏱視力（atavistic  c lairvoyanc e）」を自分の

主張した比႘的な意㆑に他ならないと認め

ている
3）。それゆえに，バーフールࢻは

「私が知る限りでは，ᙼ（シࣗタイࢼー㸸

ᣓᘼ内筆者）の著作のなかで，意味に関す

る特別な論文はない」とその違いを強調し

つつも，「私の最も大⫹かつ（私が考えた

かぎりでの㸸ᣓᘼ内原著）⊂自の結論はᙼ

（シࣗタイࢼー㸸ᣓᘼ内筆者）の前提に過

ぎないものであった」（RCA，p .13）とい

うのである。

それでは，バーフールࢻがヨみた「ⱥ

ㄒ」における意味のṔྐ的な変㑄の分析に

基づく意㆑の進化には，どのような特ᚩが

見出せるのだろうか。

（2）カッシーラーへの共鳴
そこで着║したいのは，バーフールࢻ

の意㆑の進化がシࣗタイࢼーのみならず，

ⱥ米ࣦルࢻルフ教育における言ㄒ教育の一側面㸫バーフールࢻの言ㄒ思想に着目して㸫

－ 3 －
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カッシーラーの思想とも強く共㬆するとい

う点である。アメリカのဴ学者 S. ラン࢞ー

（Susanne K atherina Lang er， 1895-1985）は，

バーフールࢻとカッシーラーの両者にお

ける類ఝ点が「偶然」と思えると述べつつ

も（Lang er，1959，p .237），『リㄒ㸸意味の

◊✲』の第 4 ❶「意味と神話」の⟠所を挙

げ，「これらの一⠇は，カッシーラーの『言

ㄒと神話』の解説，あるいは『シン࣎ルᙧ

ᘧのဴ学』の断∦であると見なすこともで

きるだろう」（ib id .，p .239）と述べている。

とくに，ラン࢞ーは最も㦫くべき類ఝ点と

して，神話的想ീ力に関する論考を挙げて

いる（ib id .，p .239）。
実際に，バーフールࢻ自身も，カッシ

ーラーの『シン࣎ルᙧᘧのဴ学』を挙げつ

つ，人間の意㆑がᬯ㜌の状態からᚎ々に拡

大していったのではなく，࿘囲の⎔ቃと一

体となった状態から次第に↔点化し，ክの

ような状態から次第に解放されて自己意㆑

が生じたと述べている（RM， p .17）。
確かに，カッシーラーは『言ㄒと神話』

（1925）において，言ㄒ的ᴫᛕのᙧ成を

集中化という行為，つまりは直観的で与

えられたものの収⦰に由来すると捉えて

いる（Cassirer，S.77）。バーフールࢻ

は，このような中心へと収⦰のプロセス

を，言ㄒの発展したึ期段階において，「人

間が言ㄒからゆっくりとດ力して主観性

（sub j ec tivity）をᢳ出した」（SM，p .110-
111）ことと関連させて捉えている。ᙼによ

れば，人間の主観性は「࿘㎶から個人の

中心へと収⦰されていった意㆑の一ᙧ態」

（SM，p .113）とされ，それはカッシーラ

ーが説得力のある論証によって示したとさ

れるが，言ㄒの発展のึ期段階は自然の内

面（insid e）から言ㄒという፹を通じて，

人間の主観性がᢳ出された時期であったと

されるのである（ib id .，p .111）。つまり言

ㄒがᙧ成するึ期段階においては，「人間

が自らと自然とのあいだの意味῝い関ಀに

十分Ẽづいたことに始まる」（RM，p .17）
とされるのだが，その一方で「言ㄒの発達

がഐ観者（onlook er）になることを可能に

した」（ib id .，p .18）として，人間が自己

とୡ⏺を分離した状態へと変化していった

と捉えるのである。ᙼはഐ観者的態度が科

学を発展させたと捉える一方で，このこと

が「自然か自分自身かどちらかにおける意

味のᢕᥱの႙失」（RM， p .18）をᣍいたと

解㔘するのである。

以上のように，バーフールࢻはカッシ

ーラーと共㬆するような見方をすることに

よって，シࣗタイࢼーが主張したようなኴ

ྂの意㆑においては㏱視的能力を有してい

たとする見方とは異なる捉え方に基づい

て，人間の意㆑の変容過程をᥥき出すこと

ができたのである。

（3）シュタイナーとの着眼点の相違
それでは，シࣗタイࢼーとバーフール

のあいだには，いかなる┦違があるのだࢻ

ろうか。まず，両者における言ㄒ◊✲に関

する着║点の違いが挙げられる。シࣗタイ

ーは，㡢声と意味の直接的な結び付きやࢼ

㡢声と身体の諸組⧊の関ಀなどに着目した

見解を示したが（ᰘ山，2013，251-255 頁），

バーフールࢻが注目したのは単ㄒの意味

の変容であり，㡢声自体ではなかった
4) 。

『リㄒ㸸意味のṔྐ』においても，シࣗタ

イࢼーが重視する㡢声に関して，「発声器

官が他の身体の組⧊に対して特別な関ಀを

ᰘ  山  ⱥ  樹

－ 4 －
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有しているため，リ的な意味と大きく関連

している」（ P D ，p .39）とその重要性を認

㆑しつつも，「㡢は厳密な意味でのリㄒの

領域には入らないもの」として，主たる考

ᐹ対象としていないとする立場から論証し

ようとしたのである（ib id .，p .39）。
また，シࣗタイࢼーも自己意㆑の変容を

神話や文学，さらにはⱁ⾡ྐなどからㄞみ

解こうしたのであるが，バーフールࢻは

それを「言ㄒ」においてこそ分析できると

したのである。ᙼは『ⱥㄒのṔྐ』におい

て「言ㄒからは人間の㨦の内面の生きたṔ

ྐがわかる。意㆑の進化を明らかにするの

が言ㄒである」（ H EW ，p .18）とし，意味

のṔྐからは「変化しているのが単にᴫᛕ，

理論，ឤ情だけでなく，観ᛕのᙧ成方法や

結合方法そのものも変化している」（H EW ，

p .169）ことが理解できるというのである。

イࢠリスのシࣗタイࢼー学ᰯの教ᖌで

あった R. ンは，自著の『言ࢯン࢟ル࢘

ㄒの発達』（1992）において，バーフー

ルࢻの『ⱥㄒのṔྐ』を推⸀しているが

（W ilk inson，1992，p .49），バーフールࢻ

の◊✲を手がかりにすることで，ⱥㄒ教ᖌ

として「ⱥㄒ」に関する意味の変㑄と人間

の意㆑の変容との関ಀ性を㋃まえることが

できたのである。

さらにバーフールࢻによれば，分

（ d ivid e）できるものを区別（ d isting uish）
すればよいというのがㄗㅸであるという

ことと，┦ᾐ㏱（interp enetration）とい

う観点をコールリッジの思想から学んだ

とされる（ H G H ， p .11-12）。バーフール

は，知覚と思考の関ಀ性に着目し，両ࢻ

者が┦ᾐ㏱しているために，簡単には

分することはできないとするものの，

両者をあえて区別し（ib id .， p .12），両者

の関ಀがᅛ定したものではなく，可変的

なものであること（ib id .， p p .22-23）と㋃

まえつつ，意㆑の進化を捉えようとした

のである。なお，ここでいう「知覚」と

は，人間と自然の知覚的関ಀを示す「関

与」と近い意味で用いられている（ib id .，
p .26）。そのうえでᙼは，「想ീ力の言ㄒ」

である「リ（ p oetry）」と，「ᢳ象と分析の

言ㄒ」である「ᩓ文（ p rose）」の違いに着

目しながら，人間の意㆑の変化について

論じている（ib id .， p .24）。バーフール

は，リの言ㄒは知覚的要素の合が高ࢻ

く，ᩓ文は思考による知的な要素が高く

なると捉える。つまり，Ṕྐ的に捉える

ならば，ึ期の段階では知覚的要素が大

きくなり，後期の段階では知的な要素が

大きくなるということと同様であるとい

うのである（ib id .， p .23）。
このように，コールリッジの思想を取り

入れることによって，知覚と思考という┦

反するもの同ኈの┦ᾐ㏱という⥭張関ಀ

を視野に入れながら，意㆑の進化を論じよ

うとしたのである。

この点について，アメリカのࣦルࢻル

フ学ᰯの教ᖌである࢞ࢧリンは，シࣗタイ

ーが⨾⾡ྐにおける意㆑の進化についてࢼ

論じた⨾⾡ྐのㅮ義を⤂しながらも，バ

ーフールࢻが示したようなリとᩓ文の┦

作用に加えて，このㅮ義から何か別の「両

極性」（P olarity）を発見できるのかと問い

ているが，それは明白ではないと指摘する

のである（Sag arin，2016，x x iv）。
つまり，シࣗタイࢼーとは異なったバー

フールࢻの言ㄒにおける⥭張関ಀという

見方が注目されるのである。たとえば，メ

ⱥ米ࣦルࢻルフ教育における言ㄒ教育の一側面㸫バーフールࢻの言ㄒ思想に着目して㸫
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タフーとは「二つの┦容れない意味のあ

いだにおける⥭張」（RM， p .33）であるが，

そこでは┦容れない二重性を認㆑すると同

時に，統一として経㦂するという⥭張関ಀ

が生じるとする（ib id .， p .33）。言ㄒが生き

たものとなるために，このような⥭張関ಀ

が不可欠であると同時に，変動（m ovem ent）
があることも重視されるのである（ P D ，

p .178-179）。

�㸬ࢪࢵ࣮ࣜࣝࢥのᛮとീຊ

このように意㆑の進化の捉え方の異なる

バーフールࢻとシࣗタイࢼーの両者であ

るが，バーフールࢻは，ࣗࢽートンの精

神を「ᛰなഐ観者」（RM，p .47）と批判

するコールリッジに着目し，シࣗタイࢼー

が自然科学者としてのࢤーテに着目したよ

うに，コールリッジの思想をࢤーテ的な自

然認㆑の観点（ᰘ山，2013，263-269 頁）

と関連づけながら，捉え直そうとするので

ある。

以下では，バーフールࢻがコールリッ

ジとࢤーテの思想にどのような関連性を見

出したのか，またバーフールࢻがコール

リッジのようなロマン主義的なリ人をどの

ように捉えていたのかについて考ᐹしたい。

（1）ゲーテとコールリッジの類似点
バーフールࢻは「࢚࣑ࣗࢧル・テイラ

ー・コールリッジのဴ学」（1932）において，

ーテはဴ学者であった以前に，科学者ࢤ」

であった。（中␎）コールリッジは第一に，

ဴ学者であった（また言ⴥの本当の意味

で，心理学者であった㸸ᣓᘼ内原文）。コ

ールリッジが科学に関心をもったのはた

だ偶然に過ぎない」（RCA， p .147）と述べ

ている。そのため，ᙼは科学者としての

ーテはしっかりと大地に根ざすことがࢤ

できたのに対して，コールリッジにはそ

れができなかったとするのである（ib id .，
p .161）。この点については，ࣁー࢘ッࢻ

も同様の見解を述べている（ H arw ood ，
1959， p .140-141）。このようにᙼらは，コ

ールリッジをࢤーテと同様に自然科学者

と捉えることはできないとしつつも，自

然科学に通ずるဴ学者として捉えようと

したのである。

そこでバーフールࢻは，コールリッ

ジとࢤーテの両者に共通点を見出す。そ

れは「ࢤーテとコールリッジの両者が特

ᚩ的でྡ前が異なるだけで，同じ具体的

な存在について述べている」（RM， p .148）
という点である。バーフールࢻは，コ

ールリッジの思想のなかに，自然の法則

と「理ᛕ（id ea）」を同一視することを

見出し，ࢤーテの認㆑方法は「根本現象

（Urp hä nom en）」のᢕᥱに基♏を⨨くもの

であるが，その根本現象はコールリッジ

の「理ᛕ（ I d ea）」と同様に，精神である

と同時に自然であり，主ᐈ合一したもの

であり，それらは「自然法則」であると

捉えたのである（ib id .，p .205）。それゆえに，

ᙼはコールリッジの思想がࢤーテの自然

認㆑と同様の意味で，自然の本質を捉え

たものとしたのである。

なお，ࣁー࢘ッࢻの場合も，ୡ⏺の想ീ

的な解㔘に関して，ࢤーテとコールリッジ

が異なる方法で与えた⾪動はすぐに成ຌす

るものではないが，⯆の始まりを示すも

のと評౯するのである（H arw ood ，1959，
p .141）。

ᰘ  山  ⱥ  樹

－ 6 －



29

（2）想像力への着眼
バーフールࢻが人間と自然，≀質と精

神の関ಀを捉える際に注目したのは，先に

も述べたコールリッジの「両極性」という

視点である。バーフールࢻによると，ロ

マン主義運動のリ人やဴ学者たちの೧大な

発見とは，≀質と精神を分け，自然のୡ⏺

の≀質的側面だけを捉えるといった「デカ

ルト的な≀質と精神のあいだに✺き่さっ

たを⒵すには，まず想ീ力を頼りにしな

ければならない」（RM，p .170）というも

のであったとされる。

そこでᙼが重視するのは，両極性と両者

をつなぐ想ീ力のᙺである。バーフ

ールࢻによると，「≀質と精神の間の険し

いけ目（ g ap ）」の中を生き，このように

切り離されているために，自律的な自己意

㆑をもった自由な存在となるとされる。そ

の一方で，「しばしばᝒしくもᏙ⊂をឤじ

る」（ib id .，p .171）とされるのである。そ

こでᙼは，このようなけ目を意㆑しつ

つ，両者をつなぐ想ീ力に着目したのであ

る（ib id .，p .171）。
また，「想ീ力（im ag ination）」6）という

言ⴥは，ࣁー࢘ッࢻがバーフールࢻの

『ⱥㄒのṔྐ』を参照しながら述べている

ように，他の多くの言ⴥが能動的な性質か

らᢳ象へと向かう言ㄒの運とは異なり，

イࢠリス・ロマン主義運動を経たことによ

って，具体的で⤮⏬的な表象を意味するも

のから，精神の能動的な原理を意味するも

のとなって新たにⓏ場したとされるのであ

る（H arw ood ，1959，p .136）。
このように，バーフールࢻは，想ീ力

のാきを重視し，ロマン主義運動が果たし

たᙺに着目したのである。

（3）ロマン主義的な詩をめぐって
しかしながら，シࣗタイࢼーは，ロマン

主義的なリが地上的・≀質的・ឤ覚的なも

のを神的なものに高めることへの望みを失

い，神的・精神的なものをᬯ示的に表現す

るためだけに利用することで満足したと述

べている（G A276，S.65）。つまり，ᙼは

ロマン主義が「ࢤーテの᥈✲したྂ典主義

とは正反対」であると捉える。シࣗタイࢼ

ーは，このようにロマン主義を捉えており，

コールリッジについても，ࢻイࢶのロマン

ὴと本質的に類ఝしていると指摘し，神⛎

的なものを見出して，現実から離れたክの

ୡ⏺（T raum w elt）に生きたと指摘するの

である（G A33，S.27-28）。
バーフールࢻ自身が「ロマン主義の作

家の無ෙのᖇ⋤ࢤーテ」（RCA，p .16）と

述べているように，ࢤーテをロマン主義者

と見しているのだが，それに対してシࣗ

タイࢼーはࢤーテを「ឤ覚においてྂ典的

ⱁ⾡の信ዊ者」と捉え，ࢤーテのまなざし

は「ឤ覚的・現実的なものへと向けられた」

（G A276，S.64）とするのである。

このようなシࣗタイࢼーの見解に対し

て，バーフールࢻは「ルࢻルフ・シࣗタ

イࢼーとⱥリ」5）という論考において応⟅

している。そこでは，ⱥㄒとࢻイࢶㄒとい

う言ㄒの特質の違いについて指摘し，ⱥㄒ

は本質的に「想ീ力」の言ㄒであり，ࢻイ

ㄒは「直観」の言ㄒであるとする。そのࢶ

うえで，バーフールࢻは，ࢻイࢶㄒが現

実的なものや精神的なものに関する直接的

な経㦂からㄒることができるのに対して，

ⱥㄒは非現実的なものを表わすことによっ

て現実を間接的にのみ表現する言ㄒである

と主張する。つまりᙼは，シࣗタイࢼーが

ⱥ米ࣦルࢻルフ教育における言ㄒ教育の一側面㸫バーフールࢻの言ㄒ思想に着目して㸫
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非現実的と見したイࢠリスのロマン主義

的なリについて，言ㄒの特質という側面か

ら，現実的なものも表現することができる

と擁護したのである。

バーフールࢻは，シࣗタイࢼーの人ᬛ

学がロマン主義的ဴ学全体を含みながら㉸

㉺しており，そのヨみが「ロマン主義の成

⇍（Rom antic ism  c om es of ag e）に他ならな

い」（RCA，p .14）と捉えたのである。そ

れゆえに，ᙼはࢤーテの自然認㆑の方法と

同様なものを，コールリッジの思想に関

する◊✲に取り組むなかで見出し，「想ീ

力」という点に着║したのである。つまり，

バーフールࢻはこのような視点から，イ

リス・ロマン主義運動の新たな意義を見ࢠ

出そうとしたのである。

3㸬ⱥ⡿のࣦࣇࣝࢻࣝᩍ⫱のゝㄒᩍ⫱

それでは，バーフールࢻの意㆑の進化

という視点は，ࣦルࢻルフ教育にどのよ

うに影響しているだろうか。以下では，言

ㄒ教ᮦの⨨づけをめぐる言説に着目して

検討してみたい。

（1）意識の進化と教材カリキュラム
アメリカの Rud olf Steiner Sc hool of Ann 

Arb or では，ⱥㄒの第 10 学年のᤵ業にお

いて，「リをした意㆑の進化」と題し，

，ルフなどの「ླྀ事リ」をᢅうᤵ業と࢘࢜࣋

ロマン主義のリ人などの「個体（ind ivid ual）
の先㥑者」をᢅうᤵ業を展開している

（Em ery，2004，p .33）。
この学ᰯのⱥㄒ教ᖌである M. メリー࢚

（Mary Em ery）は「ᤵ業において，ᙼ（バ

ーフールࢻ㸸ᣓᘼ内筆者）の理ᛕを実

行しようとヨみている」（ib id .，p .27）と

明言している。ᙼዪによれば，人間と自然

のあいだにおける意㆑が変化しないという

前提があるため，神話は近代的な意㆑にお

いてはࢼンセンスと見なされており，「近

代的な思考では，意㆑の変動（ m ovem ent）
を全く信じてない」（ib id .，p .28）とされる。

そのため，࢚メリーは近代的な意㆑から神

話を捉えるのではなく，近代とは異なるኴ

ྂの意㆑のあり方に目を向けることを重要

し，そのような意㆑とその変動に目を向け

ることこそが教育の重要なㄢ題であるとす

る。そこで࢚メリーは，「ࣦルࢻルフ教

育では，内容に↔点を当てるよりも，教

育における変動や過程を重視する」（ib id .，
p .28）とされるため，生ᚐたちに変動を生

じさせるような文学教ᮦの選ᢥをして，ᙼ

らの意㆑の変動に関する学びを支しよう

とした。

また࢚メリーは，両極性による変動が生

じる文学教ᮦを選ᢥすることを重視しつつ

も（ib id .，p .29），主として意㆑が変化し

てきたṔྐ的な「変動」それ自体を教育の

対象とする。ᙼዪが重視するのは，「私た

ちの意㆑では，ኴྂの人々のような関与は

認められない。私たちの関与は，新たに生

起した関与に違いない」（ib id .，p .29）と

述べているように，ኴྂの意㆑と今日の意

㆑の違いを注視し，今日における新たな関

与というㄢ題へのẼづきをಁすことである

といえる。

さらに，࢚メリーによれば，「ほとんど

のⱥㄒのカリࣗ࢟ラムは，自然と人間の

┦作用の進化についてである」（ib id .，
p .30）とされる。ᙼዪは，神話も自然との

┦関ಀのあり方を示す題ᮦと⨨づける

ᰘ  山  ⱥ  樹
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と同時に，自然のୡ⏺と意㆑的な関ಀをᙧ

成した事例として，シ࢙イクスࣆア，ࢤ

ーテ，㉸㉺主義の作ရなどを挙げている

（ib id .，p .31）。
このように，࢚メリーはバーフールࢻ

の意㆑の進化を参照することによって，生

ᚐたちに「意㆑」のあり方に目を向けさせ，

それが変化するものであることにẼづかせ

ることを目的として設定し，生ᚐとともに

人間と自然のかかわりについて問い直すと

いう方法を採用して，それに適した文学教

ᮦを選ᢥしようとしたのである。

（2）ロマン主義詩人の教材化
また，ⱥ米の言ㄒ教ᮦのカリࣗ࢟ラムの

特ᚩを捉える際に，ロマン主義リ人の⨨

づけに着目する必要がある。なぜならば，

ラムとは異なるㄢ題ࣗ࢟ㄒ版のカリࢶイࢻ

が示されているからである。

ラムでは，第ࣗ࢟ㄒ版のカリࢶイࢻ 11
学年で中ୡ文学のࣦ࢛ルフラム・フ࢛ン・

『ールࣦࢶルࣃ』のࣁンバッ࢙ッシ࢚

をᢅうとされる（H eyd eb rand ，1925，S.60-
61）。もちろん，今日において参照されてい

るⱥㄒ版のカリࣗ࢟ラムでも，この教ᮦを

用いた学⩦が主題の一つとなっている。そ

の一方で，イࢠリス・ロマン主義のリ人を

ᢅうことがⱥㄒの教ᖌたちにとって当たり

前であるとされ，ロマン主義者たちのⱁ⾡

的な知覚と㐀性における想ീ力のᙺに

ついて検討する点も示されている（SW C，
p .204）
ここで，アメリカのࣦルࢻルフ学ᰯ

の教ᖌであった J.H . ࣡ルジン Jr（John H . 
W ulsin Jr.）の提案について参照することに

したい。ᙼはリ的経㦂とその効果という視

点を重視しつつも，バーフールࢻやフ࢛

ークࢼー = ジࣙーンࢬの「意㆑の進化」と

いう観点を参照しながら，言ㄒ教ᮦのカリ

）ラムを構想するࣗ࢟ W ulsin，p .x i）。࣡ル

ジンの示したカリࣗ࢟ラムは基本的に「意

㆑の進化」とシࣗタイࢼーが示၀したよう

な㡢やリࢬムを関連させた言ㄒ教ᮦの分析

によるものだが，それとは異なる視点も示

している。

࣡ルジンは意㆑の進化のṔྐを㋃まえ

て，主体とᐈ体の外ឤをࣗࢽートンの重

力理論や 18 ୡ紀による普及した態度によ

るୡ⏺の機Ე化が強化したと捉える（ib id .，
p .289）。そこで࣡ルジンは「第 11 学年の

生ᚐには，人間と自然，精神と≀質という

乖離したけ目を⒵し，ୡ⏺と再結合す

るために，ロマン主義のリが必要である」

（ib id .，p .289）と述べるように，バーフ

ールࢻが「≀質と精神のけ目をつなぐᙺ

として想ീ力を発見した」と指摘したイ

リス・ロマン主義のリ人に関する学⩦のࢠ

重要性を主張する。このように「意㆑の進

化」という観点に着目することで，ロマン

主義のリ人が教ᮦとして意味づけられてい

ったといえる。

確かに，設ึ期のカリࣗ࢟ラムをⱥㄒ

に⩻ヂしたࣁッチンスも，そこに示され

た「ࢻイࢶㄒ（ẕㄒ）」の教科のカリࣗ࢟

ラムではなく，第 10 学年の「⨾学」の教

科で示されていた「ࢤーテのླྀ情リを聴

いて，ᙼの人生における自己変容を学ࡪ」

（H eyd eb rand ，1925，S.56）という点に着

目しながら，「ⱥㄒ（ẕㄒ）」に関するカリ

ースや࣡ࢬラムの補足として，࣡ーࣗ࢟

コールリッジのリを例示した（ H utc hins，
1966，p .65）。しかし，ここではࢤーテの

ⱥ米ࣦルࢻルフ教育における言ㄒ教育の一側面㸫バーフールࢻの言ㄒ思想に着目して㸫
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リに対応させただけで，教ᮦの⨨づけは

明示されてはいない。また，ࣁッチンスに

ⱥㄒ版のカリࣗ࢟ラムに関するຓ言したと

される（ib id .， p .vii）ࣁー࢘ッࢻは，第 11
学年の生ᚐが「ロマン主義のリ人が人間と

自然における精神を᥈✲した」（ H arw ood ，
1959，p .201）方法を理解するだろうと述

べつつも，ロマン主義のリ人のẼ質やど

のようなẼ質の子どもがどのようなリを

好むのかといった，シࣗタイࢼーのẼ質

論と関連した教ᮦとしてᢅおうとしてい

る（H arw ood ，1940，p .71，H arw ood ，1958，
p .92）。
このように，ロマン主義リ人の教ᮦ化は

以前から進められてきた。しかし，リ人の

自己変容を学ࡪといったㄢ題だけではな

く，「ⱥㄒ」のṔྐ的な変化と意㆑の変容

を㋃まえることによって，ロマン主義のྎ

頭とその知覚と想ീ力の再評౯という視点

に基づいた教ᮦとして⨨づけることがで

きたといえる。

おわりに�

以上の考ᐹを㋃まえると，ⱥ米のࣦル

ルフ学ᰯにおける言ㄒ教育では，想ീ力ࢻ

による人間と自然の関与を考えるという新

たな᥈✲ㄢ題が提起されたと考えることが

できる 7) 。それはバーフールࢻの言ⴥを

りるならば，「ロマン主義の成⇍」を目

指すものであるともいえる。

言ㄒや文化が異なるというㄢ題をり㉺

えるには，別の観点を取り入れる必要があ

った。バーフールࢻの思想が「ⱥㄒ」や

ⱥ文学における思想と関連させたものであ

り，シࣗタイࢼーの「ⱥㄒ」や「イࢠリス・

ロマン主義」に関する批判的な見解をり

㉺え，シࣗタイࢼーの理論を補するよう

なᙧで展開していったことで，ⱥㄒᅪの教

ᖌたちに受け入れられていったと考えられ

る。

最後に，シࣗタイࢼーの教育思想を受容

する際に参照したバーフールࢻの言ㄒ思

想の⨨づけについて整理しておきたい。

バーフールࢻと関心を共有するࣁー࢘

ッࢻではあるが，シࣗタイࢼーの教育思想

の文⬦で再解㔘をヨみようとするため，バ

ーフールࢻの言ㄒ思想をそのまま教育実

㊶として展開しようとはしない。その一方

で，࢚メリーのようにバーフールࢻの理

論に依拠した実㊶も展開されている。ま

た，࢞ࢧリンのように，シࣗタイࢼーの思

想を絶対的なものと見すのではなく，あ

えて┦対化することをヨみるために，バー

フールࢻの思想に着目するものもある。

ただし，࢞ࢧリンもバーフールࢻのᴫ

ᛕ自体をࣦルࢻルフ教育の実㊶を検討

する際の理論的な枠組みとして用する

のである。

シࣗタイࢼーの言説には時代的かつ文化

的な制約があり，バーフールࢻのように

ᙼの思想と対ᓖしつつ，ᙧ成されてきた理

論やᴫᛕを参照する教育実㊶は，シࣗタイ

ー教育の受容のあり方を考える際の重要ࢼ

な参照例となる。しかしその一方で，シࣗ

タイࢼーの言説ではなく，バーフールࢻ

の理論に依拠した教育実㊶をどう捉えてい

くのかという問いも生じるであろう。本稿

がこのようなシࣗタイࢼーの教育思想やࣦ

ルフ教育の受容と展開をめぐる議論ࢻル

のてがかりとなることを期ᚅしたい。

ᰘ  山  ⱥ  樹

－ 10 －
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地⌫上の◁₍やᾏᓊには様々なᙧ状の◁ୣが存在する。一部の◁ୣ࿘㎶にはしばし

ば᳜生が観測され，その᳜生によって◁ୣᙧ状は大きく変化することが知られている。

᳜生が◁ୣに与える影響を調べるのには数年から数十年という長時間のタイムスࢣー

ルが必要であるとともに，その┦作用は」㞧であることから᳜生と◁ୣの関ಀの直

接的証拠となる◊✲は数少ない。そのためこれまでの◊✲の多くはマクロな視点から

の観測が主ὶであった。しかし，観測だけでは◁ୣᙧ成過程や様々な⎔ቃ条件による

応⟅を見るのが難しい。そこで本稿では᳜生と◁ୣの┦作用を仮定することで数理

ᶍ型を構⠏し，計⟬機シ࣑ࣗレーシࣙンを用いることで◁ୣᙧ状の変化を調べること

にした。◁ୣᶍ型としては㣕◁と◁の㞷ᔂ現象を主過程とし，᳜生では᳜生の成長と

ᯤṚ，㣕◁の抑制を考慮する。計⟬機シ࣑ࣗレーシࣙンの結果，◁ୣがほとんどでき

ない⎔ቃ条件でも᳜生があることによって◁ୣができることを見出した。また，◁の

供⤥量が増えると◁のᓠが㢼方向とᆶ直な方向に୪ࡪ横列◁ୣがᙧ成されるだけでな

く，横列◁ୣを分断したようなᏙ立した大きな◁ୣが」数現れることを明らかにした。

１�はじめに

　◁ୣは◁₍やᾏᓊなどで見られる◁によってᙧ成される大規ᶍな地ᙧである。◁ୣのᙧ

状は多様で，≀理的条件がᥞえばᾏᗏやⅆᫍ表面でもᙧ成される。一方で，その多様なᙧ

状の情報から◁量や㢼向などの⎔ቃ条件を現地調査することなく知ることができる。特に

地⌫外惑ᫍでの⎔ቃ条件を推測するのには有効な手法となっている。これらの◁ୣの大き

さは小さいものから大きいものまであり，大きいものでは高さ 30 m を㉸えるものがある。

ほとんどの◁ୣはゆっくりと⛣動するので，時として道㊰や家ᒇを㣧み㎸む⅏害が発生す

る。このような◁ୣ⅏害はୡ⏺の◁₍地ᖏではよく起こっており，◁ୣのࢲイ࣑ࢼクスは

防⅏の観点からも注目を集めている。

� 日本大学理工学部一般教育教室彙報　第108号　2020 年 ,��35－42 頁
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　◁ୣᙧ態は㢼のὶれ方向の変動性と◁量，㢼の強さによっておおおまかに決定される 1-5）。

㢼の強さが弱い時にはいᙧ状でり面のないࢻーム型◁ୣがᙧ成される。㢼の強さが強

い場合の◁ୣᙧ態は㢼のὶれ方向の変動量と◁量によって決まる。以下，㢼の強い場合を

想定する。㢼の主方向が一方向で地面全体をそう◁の量が少ない場合，バルࣁンという୕

日月型◁ୣが観ᐹされる。◁ୣ断面を見るとおおよそ୕ゅᙧのᙧをしており，㢼が直接当

たる面を㢼上側，もう一方の面を㢼下側とよࡪ。バルࣁンは自己組⧊的にできる◁の⃰ῐ

が成長することでᙧ成され，十分な大きさに達すると㢼下側でὶ㏿の離が起きるととも

にスリップフ࢙イスという急ᩳ面がᙧ成される。同時にスリップフ࢙イスのᙧ成の影響を

受けて㢼下側に 2 本のゅがᙧ成され୕日月にఝたᙧ状になる。一方で，㢼の主方向が一方

向で地面全体をそうのに十分な量の◁がある場合，㢼方向とᆶ直にᓠが୪ࡪ横列◁ୣがᙧ

成される。㢼の主方向が 2 方向の場合には㢼の合力方向にᓠが୪ࡪ⥺状◁ୣが現れる。㢼

の主方向が 3 方向以上で◁の量が多い時にはࣄトデのような多くの足をもつᫍ型◁ୣが観

ᐹされる。これらの◁ୣは◁の量が少なくなるとᙧ成されず，◁はたまらずにὶれるだけ

である。◁ୣᙧ成にはある◁量が必要であり，◁同ኈの⾪✺やᦶ᧿による◁の 3 次元的渋

が起きることによって自己組⧊的にᙧ成される。この定量的観測は」㞧でその㜈値など

の理解は未だ不十分である。

　◁₍やᾏᓊにある◁ୣ上では◁だけでなく᳜生がよく観測される（ᅗ 1）。᳜生がある

場合には上グ以外にも特ᚩ的な◁ୣがᙧ成される。㢼の主方向が一方向で地面全体をそう

◁の量が少ない場合，バルࣁンとఝてはいるがゅの向きが㏫になり 2 本のゅが㢼上にఙ

びる U Ꮠ型の放≀⥺◁ୣが現れる 4）。この◁ୣは᳜生がある場合しか観測されていない。

᳜生が◁ୣに与える影響についての理解は未だ不十分で，᳜生の存在によって᳜生࿘りに

◁が⁀まりやすくなることが示၀されているが，どのように◁ୣに成長するかや◁量によ

るᙧ状変化は明らかになっていない。そこで，本稿では計⟬機シ࣑ࣗレーシࣙンを用いて

᳜生による◁ୣ地ᙧの変化について調べていく。

ᅗ �　᳜⏕の࠶る◁ୣ㸦ᕥᅗ㸸㫽ྲྀ◁ୣ㸪ྑᅗ㸸ࣛࣆ◁ୣ㸧
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２�ᩘ理ᶍᆺ

　◁ୣは◁と㢼のὶれの┦作用によってᙧ成される。㢼量が強くなると◁は㌿がり始め，

時として◁面から㣕び出す。㣕び出した◁は㢼によって運ばれ，しばらくすると再び地面

にⴠちていく。この時，一部の◁は◁面への⾪✺によって࿘りの◁を㊴ね㣕ばすことがある。

この過程が⧞り㏉されることによって◁ୣの表面はᙧ成されていく。そこで，まずこの過

程を◁ୣᶍ型として構⠏し，次に᳜生を考慮することで᳜生◁ୣ数理ᶍ型を構⠏していく。

２－１　◁ୣᶍᆺ

過去の◁ୣᶍ型では時々้々と変化する◁ୣ表面上の㢼をὶ体としてᢅうことで◁ୣ表

面への力の変化を計⟬していた 6,7）。この手法では◁ୣᙧ状をよく再現できる一方で計⟬

コストが大きくかかりすぎる欠点があった。数個程度の◁ୣ◊✲には有用であるが，数十

個の◁ୣのる⯙いや᳜生など他の影響を考慮する場合には現在の計⟬機能力では不十分

である。大規ᶍな◁ୣᙧ状を再現するためには，これらの」㞧なプロセスを簡素化し計⟬

コストを大ᖜに๐減する必要がある。そこで，簡易的に◁の動きだけを考慮した◁ୣᶍ型

を用いることにする。この◁ୣ数理ᶍ型は 2 次元格子ᶍ型の一種であり 8-10），◁の動きと

してはࢧルテーシࣙン（㣕◁）とアバランチ（㞷ᔂ）のみを考慮している。この数理ᶍ型

はかなり簡素化されているが，多くの観測事実やỈᵴ実㦂の再現に成ຌしている。

この◁ୣᶍ型は N × N の 2 次元格子からできており，各格子は◁⢏よりも十分に大き

い◁地の領域を表している。ここで，各格子での◁面のᒁ所的高さを h（x, y, t）とする。

t は離ᩓ時間ステップを示し，✵間ᗙᶆ x および y はそれぞれ㢼方向および横方向の各格

子の中心⨨を示す。x, y および t は離ᩓ変数だが，h（x, y, t）は連⥆値をとることにする。

㢼によって◁⢏が運ばれるプロセスであるࢧルテーシࣙンは，観測事実を基に次のように

数理ᶍ型化する。㢼によって運ばれる◁の⛣動距離（ࢧルテーシࣙン距離）と◁量（ࢧル

テーシࣙン量）はそれぞれ Ls と q で表す。ここで，ࢧルテーシࣙン量 q は，ある格子か

ら別の格子に⛣動した◁の量である。シ࣑ࣗレーシࣙンの各タイムステップで，ࢧルテー

シࣙン量 q は格子（x, y）から㢼下格子（x +  Ls, y）に⛣動する。したがって，⛣動前の格

子と⛣動後の格子の高さの変化は次のように表される。

h（x, y, t）Ѝ h（x, y, t） Ѹ q
h（x +  Ls, y, t）Ѝ h（x +  Ls, y, t） +  q

ルテーシࣙンの長さࢧ Ls およびࢧルテーシࣙン量 q は，次のᘧによって定義される。

Ls =  a +  bh（x, y, t） Ѹ ch2（x, y, t）
q =  d

（1）
（2）

（3）
（4）
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ここで，a，b，c，d は現象論的ࣃラメーターでこの数値計⟬では a =  1.0，b =  1.0，c =  0.01，
d =  0.1 とした 10）。ᘧ ( 3) において第 2 項は◁面高さが高ければ高いほど，◁がより㐲くま

で㍺送されることを表している。最後の項は，Lsが大きくなりすぎない様に導入されている。

Ls においてはᘧ ( 3) の増加関数の範囲だけを用いる。また，ここではより単純化のために

ルテーシࣙン量ࢧ q は 0.1 にᅛ定する。さらに，◁ୣの㢼下側では が発生するためにࢧ

ルテーシࣙンが起こりにくいという観測事実から，ࢧルテーシࣙンは◁ୣ面の㢼上のみで

発生すると仮定する。本数理ᶍ型はὶ体の基♏方程ᘧを◁ୣᙧ状に合わして解くのではな

く高さ方向の◁のフラックス分布をあらかじめ与えているところに過去のᶍ型と違いがあ

る。このことにより計⟬量が大ᖜに๐減することができ大規ᶍ✵間の計⟬が可能になった。

　アバランチ（㞷ᔂ）はᒁ所的な◁面のゅ度がᏳᜥゅという◁ᅛ有のゅ度を㉸えると，◁が最

も急なᩳ面をりⴠちる過程である。アバランチのシ࣑ࣗレーシࣙンは次のルールに従う 10）㸸

1㸬 最近接格子（8 近ഐ）の傾ᩳがᏳᜥゅを㉸えているかを調べる。㉸えている場合，そ

の格子（x, y）をマークする。

2㸬 マークされた格子（x, y）の࿘りから最も傾ᩳのある格子（x L’, y L’）を見つける。

3㸬 マークされた格子から過量 qA の༙分が格子（x L’, y L’）に⛣動する。㸸

 qA =  0.5（h（x, y, t） Ѹ h（x L’, y L’, t） Ѹ tanθ）

と定義し，◁の動くルールは以下のようにする

h（x, y, t）Ѝ h（x, y, t） Ѹ qA

h（x L’, y L’, t）Ѝ h（x L’, y L’, t）+  qA 

この手㡰は，すべての格子がᏳ定になるまで⧞り㏉される。現在のシ࣑ࣗレーシࣙンでは，

Ᏻᜥゅは θ =34°にᅛ定している 10）。

　本数理ᶍ型において格子ࢧイࢬを決めるのには現地の典型的な◁ୣの大きさとᙧ成され

た◁ୣの⛣動㏿度から見積もる必要がある。◁ୣの大きさと⛣動㏿度には反比例の関ಀが

あり高さと長さには比例の関ಀがあるので◁ୣ１個分の長さとその距離を⛣動するのに必

要なタイムステップを観測と合わせることにより格子ࢧイࢬと単が推定できる。

２－２　᳜⏕ᶍᆺ

　次に，᳜生の影響 11-15）を◁ୣの数理ᶍ型に㏣加する。すでに᳜生ᶍ型のアイデアはす

᳃ 9) や D urá n 11) によって提案されており，これらを参考にする。᳜≀は一定の合で成長

していくが多くの◁があると◁にᇙもれてᯤれてしまう（᳜生の成長とṚ）。一方で，᳜

≀があるとその㢼下側では㢼の勢いが弱まり◁は⛣動しにくくなる（ࢧルテーシࣙンの抑

（5）

（6）
（7）
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制効果）。そこで，この「᳜生によるࢧルテーシࣙンの抑制効果」と「᳜生の成長とṚ」

の過程を含んだ᳜生◁ୣᶍ型を構⠏する。᳜生密度 c（x, y, t）は，単セル内の᳜生の量

として表示されている。᳜生 c（x, y, t）の時間発展は次のように表される。

c（x, y, t +  1）=  Vveg（c（x, y, t） Ѹ |  h（x, y, t） Ѹ h（x, y, t Ѹ 1）|  +  Cmin）

ここで，Vveg（=  0.95）は成長⋡であり，Cmin（=  0.1）は᳜生密度の最小値である。ࢧルテー

シࣙンの抑制効果 s（x, y, t）は次のように表さる。

s（x, y, t）=  0.5{ tanh（β（ccr Ѹ c（x, y, t））） +  1}

ここで，β（=  2.8）は᳜生によるࢧルテーシࣙンの抑制⋡の強さである。◁の表面が値 
ccr（=  1.1）を㉸える᳜生でそわれている場合，ࢧルテーシࣙンは抑制される。c（x, y, t）
が増加すると，抑制⋡は小さくなる。᳜生とࢧルテーシࣙン距離の関ಀは Ls´=  Ls・
s（x, y, t）となり，ࢧルテーシࣙン距離は▷くなる。本数理ᶍ型においては格子内の

◁量と᳜生量の大きさの違いによるࢲイ࣑ࢼクスの変化を定性的に示すために᳜生

と◁量を同等にᢅっているが定量的な関ಀは今後観測や実㦂によって明らかにする

必要がある。本数理ᶍ型とす᳃ 9) らの離ᩓ数理ᶍ型との違いは◁の⛣動拡ᩓをなだれ

に変᭦した点と㣕◁関数を高さ依存にした点であり，᳜生ᶍ型の関数は同じである。

3��⤖ᯝと⪃ᐹ

　上グのࣔデルを使用して数値シ࣑ࣗレーシࣙンを実行した。計⟬は，400（㢼上）� 
200（横）の 2 次元格子上でおこなった。᳜生密度はึ期条件として 0.0 ࠥ 1.0 の間でラン

ムに⨨く。◁は一定時間に一定◁量ࢲ p を㢼上領域（x =  20 から x =  40 および y =  0 から y 
=  200）からランࢲムに供⤥する。ただし，㢼向は左から右の一方向とする。供⤥される

◁が少なくなると，◁ୣはᙧ成されず᳜生にそわれる。供⤥◁が増えると多数の小さな◁

ୣがᙧ成され合体と分を⧞り㏉しながら㢼方向とᆶ直方向に平行に୪ࡪ横列◁ୣに成長

する（ᅗ 2a, b ）。ᅗ 2 の左ᅗは◁の高さを表しており高いほどⰍが⃰くなる。右ᅗは᳜生

の密度を表している。◁ୣがᙧ成されているところでは᳜生が少なくなっていることがわ

かる。これが明らかになるようにᅗ 3 にᅗ 2( a) ( b ) で y =  100 での断面ᅗを示す。実⥺が◁

の高さを表しており点⥺が᳜生量を示している。◁ୣがないところでは᳜生が多く存在す

ることがわかる。一方，同じ◁量で᳜生がないとき◁ୣはほとんどできていない。ᅗ 4 に

◁の高さ分布を示す。ただし，◁ୣがᙧ成されている x =  150より㢼下側のみをとっている。

p =  0.005 で᳜生のない場合は◁量が少ない場合しかない。これは◁ୣができずに◁が㌿が

っているだけの状態である。一方，同じ供⤥量 p =  0.005 で᳜生がある場合には様々な◁

（8）

（9）
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量が出現しており，これは◁ୣが数多くできていることを示している。このことより少な

い◁量でも᳜生があれば◁ୣがᙧ成されることが見出される。次に，◁の供⤥量を増やす

とኴく大きな横列◁ୣが現れ，さらに増やすと横列◁ୣになる前にᒁ所的に◁の集中する

場所が現れた（ᅗ 2c , d ）。ᅗ 4 に◁の供⤥量を増やした時の◁の高さ分布を示す。供⤥量

が多くなるにつれて右方向に分布がఙびていることから高さの高い◁ୣが生まれているこ

とがわかる。本計⟬結果によって᳜生によって◁ୣᙧ成がಁ進されることがわかった。こ

ᅗ 3　�ィ⟬ᶵࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩにࡼる◁ୣの᩿㠃ᅗࠋᐇ⥺は◁㠃㸪Ⅼ

⥺は᳜⏕を⾲࠸࡚ࡋるࠋ◁ୣが࠸࡞とࢁࡇに᳜⏕が⏕࡚࠼おり㸪

◁ୣが࠶ると࡛ࢁࡇは᳜⏕はᑡ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞るࠋ

ᅗ�　�᳜ ⏕を⪃៖ࡓࡋとࡁの᱁Ꮚᶍᆺのィ⟬ᶵࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩ�　S� ������࡛の◁

ୣᙧ≧�D�と᳜⏕ศᕸ�E�㸪p �� ����3࡛の◁ୣᙧ≧�F�と᳜⏕ศᕸ�G��ୖẁ࡛

はᶓิ◁ୣがᙧᡂ࠸࡚ࢀࡉるࠋୗẁ࡛はᒁ所ⓗ࡞◁の高ࡲりがྛ所に࡛࡚࠸るࠋ
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れらのことは観測では明らかになっておらず⾨ᫍ⏬ീがあるだけなので，今後᳜生の生え

かけている場所において数十年規ᶍの長期間観測することで明らかになると考えられる。

�� ⤖論

　本稿では᳜生を考慮した◁ୣᶍ型を構⠏し，計⟬機シ࣑ࣗレーシࣙンを用いてそのᙧ態

を調べた。◁ୣᶍ型ではࢧルテーシࣙンとアバランチを素過程とし，᳜生ᶍ型では᳜生に

よる◁の抑制と᳜生の成長とᯤṚの効果に加えて構⠏した。計⟬の結果，◁ୣができない

◁量でも᳜生があることにより◁ୣがᙧ成されることが見出された。また，供⤥する◁量

を増やすと横列◁ୣだけでなく横列◁ୣが分断された◁ୣᙧ状が現れることがわかった。

これまでの᳜生◁ୣ◊✲の多くはバルࣁンから放≀⥺型◁ୣへのᙧ態変化に注目してきた

が，本◊✲結果では᳜生が◁ୣに与える影響を詳細に調べたところに特ᚩがある。また，

計⟬コストを๐減できたために多くの◁量を計⟬できたところが先行◊✲との違いである。
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はじめに

　ᖇ国大学␃学生についての調査◊✲はࠊ大学ྐの⦅⧩から始まっている。『ᕞ大学

十年ྐ』（1967 年）や『東京大学百年ྐ』通ྐ二（1985 年）には␃学生についてのグ述

があったがࠊそれらは各国␃学生全体を対象としたものであった。その後ࠊ東京ᖇ国大学

␃学生について書かれた所澤₶の論文 1 も同様でありࠊᙼの◊✲対象も各国␃学生全体と

なっている。

ᖇ国大学の中国人␃学生を対象とした◊✲成果 2 が近年いくつか見られる。これらの◊

✲によりࠊᕞࠊ東ࠊᾏ道ᖇ大の中国人␃学生の実態や特ᚩなどが明らかになったがࠊ

これらの◊✲はすべて一つのᖇ国大学に↔点を⤠ったものでありࠊᖇ国大学␃学生全体の

状況に関する◊✲はまだ見られていない。中国人␃学生たちはࠊ明治時期からᖇ国大学に

在学していたがࠊṔྐが長く規ᶍの大きかった東京ᖇ大と京都ᖇ大の中国人␃学生につい

ての基♏調査がまだ行われていないためࠊ現時点では明治と大正時代の各ᖇ国大学につい

ては論じられない。本稿ではࠊ資料がᥞっている 1927-1937 年の 11 年間に⤠りࠊᖇ大で

学んだ中国人␃学生の人数ࠊᑓᨷࠊ類別などについて関連データをまとめてࠊその実態と

特ᚩを明らかにしたい。

１�᪥⳹学⦅ࠕ୰ᅜே␃学⏕ྡ⡙ 㸦ࠖ��������� ᖺࠊィ �� 㸧

　本稿が使用した主な資料はࠊ日⳹学会⦅「中国人␃学生ྡ⡙」（1927-1944年ࠊ計18）である。

ここで日⳹学会⦅「中国人␃学生ྡ⡙」（以下『ྡ⡙』と␎称）について簡␎に説明する。

　1918 年に設立された日⳹学会はࠊ当ึ中国人␃学生と◊✲・視ᐹのため来日した者を
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対象にࠊ学ᰯ᩷᪕やᐤᐟ⯋情報などの便ᐅを提供することを目的とした組⧊であった。そ

の後ࠊ法人となりࠊ外務┬や文部┬などに協力して␃学生に関する調査などをおこなう機

関となった。1923 年に「対支文化事業」が始まり1924ࠊ 年には対支文化事務ᒁ長から日

⳹学会に中国人␃学生の調査委კが起案されࠊ␃学生の調査が依頼された 3。これを受け

るかたちで1925ࠊ 年に日⳹学会が調査し作成したと思われるのが『東京在住中⳹民国␃

学生ྡ⡙』（大正 14 年 11 月現在）と『東京在住中⳹民国┬別出身␃学生ྡ⡙』（大正 14
年 11 月現在）4 でありࠊ外務┬グ㘓に存在する。

日⳹学会は 1927 年に学報部を設⨨しࠊ␃学に関するࣗࢽースや報道などを掲㍕する

『日⳹学報』とࠊ中国人␃学生に関する調査資料をまとめた␃学生ྡ⡙をห行しࠊそれは

1944 年まで⥆いた。『ྡ⡙』がห行されていた間にはࠊ政ᒁの変化によって␃学生の構成

にも変化が生じたためࠊ『ྡ⡙』のタイトルは何度もᨵ称された。第 1 版（1927 年）から

6 版まではࠊ『␃日中⳹学生ྡ⡙』であったが1932ࠊ 年に「満Ὢ国」が成立するとࠊ第 7
版から 10 版までは『␃日学生ྡ⡙』にࠊ第 11 版から 13 版までは『中⳹民国満Ὢ国␃日

学生ྡ⡙』と変わった。1935 年からは㥔日満Ὢ国大使㤋が⊂自に␃学生の統計をとり始

めたためࠊ『ྡ⡙』は第 14 版以㝆から中⳹民国␃学生のみを調査対象とするようになりࠊ『中

⳹民国␃日学生ྡ⡙』とᨵ称した。ྡ称に変化はあったもののࠊ日⳹学会は 1927 年以㝆

18 年間㏵切れずẖ年␃学生の調査をおこないࠊ『ྡ⡙』（1927-1944 年）を作成し⥆けた。『ྡ

⡙』の統計データの出処はࠊ各学ᰯからの報告によるものが大༙であるがࠊ最ึの数年間

は㥔日␃学生┘╩処の協力もあったようである 5。

『ྡ⡙』の「目次」は基本的には学ᰯྡを⨶列し1928ࠊ 年を㝖いて各学ᰯḍに␃学生数

をグしている。年度ࡈとの総人数や各学ᰯの人数が一目░然となりࠊ当時の␃学生をᢕᥱ

するにはとても有用な資料である。さらに1927ࠊ 年版と 1928 年版を㝖いてࠊ各年度の『ྡ

⡙』には「諸表」（1930 年版のみ表に加えᅗもある）がありࠊ各┬の人数ࠊ学費ࠊ␃学生

の地域分布などの統計のほか1930ࠊ 年代から数年あるいは十数年にわたる総合的な統計

もある。1937 年第 11 版から 13 版まではṔ年の人数ࠊ┬別ࠊ学費などの詳しい総合的な

統計表が一番多く㍕っている。

このように系統立った中国人日本␃学に関する統計資料は他に類がなくࠊ㈗重な資料と

言える。筆者は『ྡ⡙』の「目次」と「諸表」（一部）を整理しࠊそれを 2020 年 2 月出版

した拙著『近代中国人日本␃学の社会ྐ̿昭和期を中心に̿』（日本学⾡⯆会◊✲成果

ຓ成によるห行ࠊ東信堂）の資料⦅として㍕せることにした。本稿に使われている重要な

データも『ྡ⡙』の統計に基づいたものである。

２�ྛᖇᅜ学୰ᅜே␃学⏕ᩘ㸦�������3� ᖺ㸧

日⳹学会⦅各年度『ྡ⡙』の統計から 1927-1937 年の各ᖇ大の中国人␃学生数をᢳ出しࠊ

㸺表 1 㸼を作成した。
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東京ᖇ大中国人␃学生数は 1927 年と 1935 年にそれぞれ 100 ྡを㉸えࠊその後 1936 年

と 1937 年にそれぞれ 200 ྡを㉸えた。京都ᖇ大の 1935-1937ࠊ1927-1928 年ࠊᕞᖇ大の

1936 年の人数も 100 ྡを㉸えた。30 年代༙ばに㖟㈌高㦐などの原ᅉで中国人日本␃学ྐ

の第 3 回の␃日ブームになった。大都市の若者たちの間に「上ᾏより東行きࠊ日本でຮ強

したほうが得」（在上ᾏᨷ读，反不ዴ東Ώ日本为合⟬）6 の㢼₻が現れࠊ日本への␃学生数

が急増しࠊᖇ大の␃学生数の増加も✵前の状態であった。表 1 から分かるように30ࠊ 年

代༙ばのᖇ大␃学生数はࠊ␃学生総数の増加と正比例でありࠊ␃学生総数の 1 前後を༨

めていた。しかし20ࠊ 年代後༙の 1927-1928 年はそうではなかった。この 2 年間にᖇ大

␃学生数は 300 ྡを㉸えたがࠊ総人数は 2000 ྡ前後であった。༨める合が高かった理

由は1922ࠊ 年まで⥆いた「特約 5 ᰯ」7 の༞業生の存在が関わっていると考えられる。

㸺表 1 㸼の数Ꮠはあくまでᴫ数であることに␃意しなければならない。主たる理由は以

下の 3 点である。

第一に『ྡ⡙』ẖ年の統計には㑇₃やㄗりがある。『ྡ⡙』のデータを整理している間にࠊ

在⡠していた␃学生の㑇₃もࠊ文Ꮠのㄗ᳜や計⟬間違いもしばしば見られた。

第二に調査期間の違いである。日中両国の政ᒁによってࠊ日本へ␃学する学生も影響を

受けࠊその数の変動は⃭しい。␃学生は␃学中に大きな学生運動を起こし集ᅋᖐ国も生じ

たことがあるためࠊその前後の␃学生の人数はࠊ数百人ではなく数༓人もの違いがある。

同じ年でもࠊ調査月の違いにより総数の変動が大きいこともあった。

第୕に「ࠐ༳」の存在である。1931 年の「9・18 事変」ຨ発によりࠊ多数の␃学生がᖐ

国した。1932 年第 6 版の『ྡ⡙』からࠊ在⡠していても実際にはᖐ国しࠊⓏᰯしていな

い学生のྡ前の上に「ࠐ༳」が付けられるようになった。当年度の「例言」では次のよう

に説明している。

一ࠊ昭和 6 年度の在⡠学生 3096 ྡに対し本年度は 1421 ྡなりṈの減少は主と

＜表 1 ＞各帝大中国人留学生在籍人数（1927-1937 年）

 ᰯྡ
年度

東京ᖇ大 京都ᖇ大 東ᖇ大 ᕞᖇ大 ᾏ道ᖇ大 大阪ᖇ大 合計 ␃学生总数

1927 106 112 24  64 42 348 1924
1928  73 110 29  66 38 316 2480
1929  67  65 29  44 22 227 2485
1930  72  51 17  43 24 207 3049
1931  61  38 24  38 22  1 184 2972
1932  40  41 22  35 18  1 157 1421
1933  39  50 28  25 10  4 156 1417
1934  88  78 24  38 14 10 252 2340
1935 140 110 34  74 26 15 399 3527
1936 218 144 71 106 38 13 590 5909
1937 226 147 73  89 54 15 604 5945

注㸸1932 年からの人数に「満Ὢ国」␃学生数が含まれている。

出典㸸日⳹学会⦅ 1927㸫1937 年『ྡ⡙』により作成。
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して時ᒁの影響による（重⡠数 21 を᥍㝖せば正味在⡠数 1400 ྡ）

一ࠊ在⡠するもఇ学ᖐ国等にて実際Ⓩᰯせざる学生数（ࠐ༳）は学ᰯにより未詳

のものあるも明░なるものはの数を挙げたり（ࠐ༳確数 未詳数約ࠊ342 ࠊ250
合計約 600）8

日学生の総人数変動の⃭しさと統計上の難しさの現れであった。「例言」␃ࠊ༳の出現はࠐ

の説明から分かるようにࠐࠊ༳は未詳数であるためࠊあくまでᴫ数としてᢅわなければな

らない。1932 年版の「学ᰯ別ྡ⡙」のタイトルの下に「ࠐ༳ࣁᖐ国ఇ学等ࣀ為メⓏᰯセ

学ᰯࣚリ通知アリタル者ࣤ示ス」9ࢽ内特ࣀル者ࢨ と説明されている。ࠐ༳の統計は 1932
年版から始まりࠊ最後となる 1944 年版の『ྡ⡙』まで⥅⥆した。

㸱�ᑓᨷのศᕸ

日⳹学会⦅『ྡ⡙』は1931ࠊ 年の第 5 版の「目次」からᑓᨷの分類ḍが始まりࠊ各ᰯ

␃学生のᑓᨷの分布が一目░然になった。各ᖇ大のᑓᨷ分布の推⛣が見えるようにࠊ本文

では 3 年ࡈとに 1937ࠊ1934ࠊ1931 年のᑓᨷのデータを㸺表 2 㸼にまとめた。

＜表 2-1 ＞ 1931 年 6 帝大中国留学生専攻別人数

ᰯ　ྡ
学生数 分　科

人数 法 ་ 工 文 理 ㎰ 経 未詳

東京ᖇ大  61（ዪ 1）  2 12  3 17  3 22  2
京都ᖇ大  38（ዪ 1）  4  1  4  6  1  4 10 8
東ᖇ大  24 11  1  5  7
ᕞᖇ大  38（ዪ 1） 21  4  8  5
ᾏ道ᖇ大  22  6  7  9
大阪ᖇ大   1  1
計 184（ዪ 3） 38 19 26 23 18 40 12 8

出典㸸 「第 5 版　␃日中⳹学生ྡ⡙目次」1 頁（昭和 6 年 5 月現在『第 5 版　␃日中⳹学生ྡ⡙』㈈ᅋ法人

日⳹学会学報部1931ࠊ 年）により作成。

＜表 2-2 ＞ 1934 年 6 帝大中国留学生専攻別人数

ᰯ　ྡ 
人　数 分　科

計 中⳹ 满Ὢ 法 ་ 工 文 理 ㎰ 経 Ỉ

東京ᖇ大  88  78 10  9 12  2 20  3 38  4
京都ᖇ大  78  58 20 15  4  4 14 15 26
東ᖇ大  24  23  1  9  1  4 10
ᕞᖇ大  38  35  3 16  7  6  9
ᾏ道ᖇ大  14   4 10 12 2
大阪ᖇ大  10   9  1  6  3  1
計 252 207 45 49 30 19 34 29 59 30 2

出典㸸 「第 8 版　昭和 9 年 6 月␃日学生ᰯ別ྡ⡙目次」1 頁（昭和 9 年 6 月現在『第 8 版　␃日学生ྡ⡙』 
㈈ᅋ法人 日⳹学会学報部1934ࠊ 年）により作成。
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＜表 2-3 ＞ 1937 年 6 帝大中国留学生専攻別人数

ᰯ　ྡ
人　数 分　科

計 中⳹ 满Ὢ 法 経 ་ 工 文 理 ㎰

東京ᖇ大 226 219  7   8  4  78  9 65  5  57
京都ᖇ大 147  98 49  34 28  18 30 21  8   8
東ᖇ大  73  71  2  50 -   6  5 - 12 -
ᕞᖇ大  89  82  7  32 -  19  7 - -  31
ᾏ道ᖇ大  54  33 21 - - -  7 -  5  42
大阪ᖇ大  15  14  1 - -   3  5 -  7 -
計 604 517 87 124 32 124 63 86 37 138

出典㸸 「中⳹民国満Ὢ国␃日学生学ᰯ別目次」1 頁（昭和 12 年 6 月現在『第 11 版　中⳹民国満Ὢ国␃日学

生ྡ⡙』㈈ᅋ法人 日⳹学会学報部1937ࠊ 年）により作成。

以上の表の各ᑓᨷ総数を多数から少数への㡰にするとࠊ下グの㸺表 3 㸼になる。

＜表 3 ＞ 6 帝大中国留学生専攻人数順位

 㡰
年度

第 1  第 2  第 3  第 4  第 5  第 6  第 7  第 8 

1931 ㎰   40 法   38 工   26 文 23 ་ 19 理 18 経 12 未詳 8
1934 ㎰   59 法   49 文   34 ་ 30 経 30 㸨 1 理 29 工 19 Ỉ     2
1937 ㎰ 138 法 124 ་ 124 㸨 2 文 86 工 63 理 37 経 32 -

㸨 1 ୪列第 4 。㸨 2 ୪列第 2 。

出典㸸㸺表 2-1 㸼ࠊ㸺表 2-2 㸼ࠊ㸺表 2-3 㸼により作成。

㸺表 3 㸼から分かるようにこの時期にᖇ大の中国人␃学生はࠊ㎰業を学ࡪ者が一番多

くࠊ法学が二番である。་学ᑓᨷの␃学生は増加傾向であり1931ࠊ 年の 5 から 1937 年

には 2 になった。理系（㎰ࠊ་ࠊ工ࠊ理ࠊỈ）と文系（法ࠊ文ࠊ経）とを比べてみるとࠊ

次の結果になる。1931 年に理系 103 文系ࠊྡ 73 ྡ㸹1934 年に理系 139 文系ࠊྡ 113 ྡ㸹

1937 年に理系 362 文系ࠊྡ 242 ྡでありࠊ理系の人数は文系より多かった。

中国人の日本␃学は明治時代から始まったがࠊ日中ᡓ争がຨ発した時期まではࠊ␃学生

のᑓᨷ傾向は文系を中心としたものであった 10。上グのデータからᖇ大の中国人␃学生はࠊ

理系ᑓᨷ者が多かったことが明らかでありࠊこれはᖇ大␃学生の特ᚩと言えよう。この特

ᚩは6ࠊ ᖇ国大学のᑓᨷ設⨨と῝く関わっていると考えられる。ᾏ道ᖇ大と大阪ᖇ大に

は文系がなくࠊᖇ大全体から見ても理系ᑓᨷの㎰ࠊ་ࠊ工ࠊ理ࠊỈの 5 ᑓᨷに対して文系

は法ࠊ文ࠊ経の 3 ᑓᨷであった。中国人␃学生ᑓᨷ別総数が文系から理系へ㏫㌿したのはࠊ

ᡓ時下になってからのことであった 11。
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４�学⏕のከᵝᛶ

（1）各ᖇ大␃学生の類別

ᖇ大学生の入学ヨ㦂が厳しくࠊ学生のレ࣋ルが高いことはࠊᖇ大がㄌ生した時から共通

認㆑になっている。しかしࠊᖇ大は学部生（本科生）以外に大学院生ࠊ選科生ࠊ聴ㅮ生ࠊ

ᑓᨷ生なども受け入れࠊそれらの入学基準やヨ㦂の有無は各ᖇ大及びᑓᨷにより違うもの

であった。在⡠上の種類の違いによりレ࣋ルにはかなりのᕪがありࠊそれは␃学生も例外

ではなかった。

日⳹学会⦅『ྡ⡙』は 1931 年の第 5 版から「程度」ḍを設けࠊ大学とᑓ㛛の 2 種類を

分けて統計を始めている。その後ࠊ分類はᚎ々に詳細になり1936ࠊ 年に㸺表 4 㸼のようにࠊ

大学院ࠊ学部ࠊ選科ࠊᑓᨷࠊ聴ㅮࠊ補ࠊ本科ࠊ予科の 8 種類になった。⩣年の 1937 年に「程度」

の分類を 4 種類に減らしたがࠊ備考ḍに「（ᾏ道ᖇ国大学）学ࣁࢽᑓᨷ 選ࠊ12 4 聴 6 ࣤ

含ムࠊ実科ࠊ予科ࣁᑓ㛛㸹（大阪ᖇ国大学）学ࣁࢽᑓᨷࠊ選ࠊ聴各 1 ࣤ含ム」12 とグして

いることから分かるようにࠊ実際の「程度」の種類は減っていない。

＜表 4 ＞ 1936 年各帝大中国人留学生 「程度」分類表

ᰯ　ྡ
人　数 程　度

計 中⳹ 满Ὢ 大学院 学部 選科 ᑓᨷ 聴ㅮ 補 本科 予科

東京ᖇ大 218 212  6 117   9  7  77  8 - - -

京都ᖇ大 144 103 41   5 125  3 ᑓ修 1
◊✲ 1 委ᡸ 8 手 1 - -

東ᖇ大  71  70  1   9  26 -  27  7 2 - -
ᕞᖇ大 106  99  7   3  18 -  83 - 実⩦ 2 - -
ᾏ道ᖇ大  38  23 15 -   4 実科 20   7  1 ᑓ㛛 1 - 5
大阪ᖇ大  13  12  1   1   9  2   1 - - - -
計 592 520 72 135 193 32 197 24 6 - 5

出典㸸 第 10 版　昭和 11 年 6 月␃日学生学ᰯ別ྡ⡙目次」1 頁（昭和 11 年 6 月現在『第 10 版　␃日学生ྡ⡙』

㈈ᅋ法人日⳹学会学報部1936ࠊ 年）により作成。

㸺表 4 㸼から分かるようにࠊそれぞれのᖇ国大学の␃学生にはࠊ異なる特ᚩがある。東

京ᖇ大の␃学生は大学院生が多く 117 ྡが在⡠していたがࠊ本科生はただの 9 ྡしかいな

かった。一方京都ᖇ大は本科生が多く 125 ྡに達していたがࠊ大学院生はわずか 5 ྡであ

った。ᕞᖇ大はࠊᑓᨷ生が一番多く 83 ྡでありࠊᾏ道ᖇ大ではࠊ選科に分類されて

いる実科の␃学生が一番多かった。大阪ᖇ大は 1931 年に設立したばかりでࠊ␃学生総数

自体が少なかった。

日⳹学会⦅ 1936 年『ྡ⡙』「程度」の分類はࠊ㸺表 4 㸼のように大枠で 8 類にしている

がࠊ内枠を見ればࠊᑓ修ࠊ✲◊ࠊ委クࠊ実⩦ࠊ実科ࠊᑓ㛛なども含まれࠊ実際はࠊᖇ国大

学に十数種類に分類される␃学生が在⡠していた。
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（2）1937 年東京ᖇ大␃学生新入生のデータ

㸺表 1 㸼から分かるように 1936 年と 1937 年に東京ᖇ大の␃学生は 6 ᖇ大の中に一番多

く200ࠊ ྡを㉸えていた。当時東京ᖇ大にはࠊ学生と生ᚐの区別がありࠊこの区別について

所澤₶は次のように簡₩にまとめている。大学院と学部本科学生はࠊ「学生と呼ばれたのに

対してࠊこれらの選科生ࠊ聴ㅮ生ࠊᑓᨷ生ࠊ◊✲生はࠊ通常ࠊ生ᚐと呼んで区別された」13。

␃学生の場合も例外ではなかった。『東京大学百年ྐ』に「第 4 表　昭和 13ࠊ12 年度［外

国学生ࢽ関スル調］中入学状況学部別科別一ぴ表」がありࠊこの表から 1937 年新入生中

国人␃学生類別の入学者数とᚿ㢪者数を㸺表 5 㸼にまとめた。

＜表 5 ＞ 1937 年度東京帝大各学部新入生留学生類別人数（入学者数／志願者数）

法 ་ 工 文 理 ㎰ 経济

大学院 2 㸭 20 1 㸭 1 18 㸭 25 2 㸭 2 17 㸭 25
本科生 1 㸭 2 2 㸭 2 1 㸭 1
ྶㅮ生 1 㸭 1 8 㸭 8 1 㸭 1 5 㸭 5 5 㸭 5
選科生 1 㸭 1
ᑓᨷ生 30 㸭 30

出典㸸 「第 4 表　昭和 13ࠊ12 年度［外国学生ࢽ関スル調］中入学状況学部別科別一ぴ表」（東京大学百年ྐ

⦅集委員会⦅『東京大学百年ྐ』通ྐ二ࠊ東京大学出版会764-766ࠊ 頁）により作成。

㸺表 5 㸼から 1937 年の各学部の␃学生のᚿ㢪者数と入学者数の比⋡が分かる。大学院

生の入学⋡は学部によりさまざまだがࠊ法学部は 10 分の 1 であった。本科生は 5 ྡのᚿ

㢪者の中に 4 ྡの合格者であったがࠊ出身ᰯはすべて「一高」であることからࠊᚿ㢪及び

入学基準の厳しさがうかがえる 14。大学院生と本科生の入学状況と違ってࠊ聴ㅮ生ࠊ選科生ࠊ

ᑓᨷ生のᚿ㢪者は全員入学できたので100ࠊ㸣の入学⋡であった。これらの数Ꮠはࠊ在⡠

上の種類の違いによりࠊᖇ国大学でも入りやすいコースがあったことを示している。

東京ᖇ大はࠊ学部が多くࠊそれぞれの学部は┦対的⊂立性がありࠊ入学制度は学部によ

り異なる部分がある。ᑓᨷ生制度があるのはࠊ་学部だけであった。

同年度の日⳹学会⦅『ྡ⡙』にはࠊ新入生だけではなくࠊ在⡠していた␃学生全員が収

㘓されているので1937ࠊ 年の東京ᖇ大␃学生（各学年）の在⡠状況が分かる。

程度     分科

大学院　大学　ᑓ㛛　予科  法　経　་　工　文　理　㎰

116 　  12　    98　      -   8  　4 　78 　9　 65 　5　 57 15

同年度『ྡ⡙』の「東京ᖇ国大学」16 ḍ目から各学部の␃学生類別内枠が分かる。大学

院生はࠊ文学部と㎰学部に集中している。文学部は 4 ྡの本科生を㝖いてࠊすべて大学院

生（61 ྡ）でありࠊ㎰学部にも大学院生が多く 44（他に本科生 選科生ࠊ4 聴ㅮ生ࠊ8 1）
ྡであった。経済学部には 4 ྡの聴ㅮ生しかいなかったがࠊ་学部は 1 ྡの本科生以外の

77 ྡはすべてᑓᨷ生であった。
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ᖇ国大学のᑓᨷ生について山本⨾穂子の論文「ᾏ道ᖇ国大学のᑓᨷ生について」にᑓ

ᨷ生制度の発展のὶれが詳細に論じられている。その論文で東京ᖇ大以外の 6 ᖇ大のᑓ修

科・ᑓᨷ生に関する規定などがまとめられࠊᾏ道ᖇ国大学のᑓᨷ生の全ㇺが明らかにさ

れた 17。

␃学生ᑓᨷ生に関しては前述のᕞࠊ東ࠊᾏ道ᖇ国大学␃学生の◊✲に論じられて

いた。ྻᪿ「ᕞᖇ国大学における␃学生受け入れ」という論文にᕞᖇ大的ᑓᨷ生はレ

18「大学院生」ࠊルが大学院生よりすこし低く࣋ と言えるとᕞᖇ大のᑓᨷ生を定義し

ていた。東ᖇ大とᾏ道ᖇ大のᑓᨷ生についてはࠊỌ田ⱥ明とᚎᬋの◊✲によりࠊᕞ

ᖇ大と類ఝであることが明らかになった 19。

東京ᖇ大のᑓᨷ生はࠊ他のᖇ大と違いࠊ་学部だけで設けられていた制度である。1926
年 4 月ห行の『東京ᖇ国大学་学部便ぴ』にはᑓᨷ生についての規定 20 が㍕せられておりࠊ

その内容から分かるようにࠊ་学部の主௵や教員のᢎ認があればࠊ入学できたᶍ様である。

㸺表 6 㸼は1927-1937ࠊ 年の東京ᖇ大་学部␃学生の類別人数である。この表から分かる

ように 30 年代に入ってからࠊ各年度の␃学生類別人数の中でᑓᨷ生の人数が一番多かった。

＜表 6 ＞東京帝大医学部留学生の類別人数（1927-1937 年）

年度 総人数 大学院 本科 ᑓᨷ 選科 ᑓ科 ◊✲ その他

1927 16 7（薬 2）  4 1 1 2 実⩦ 1
1928 本科 4 㸨 4（薬 2）
1929 13 2（薬 1）  5 1 5
1930 14 1 2（薬 1）  7 1 1（薬 1） 手 2
1931 12 1 1 10
1932  4 1  3
1933  5  5
1934 12 10 2
1935 28 26 2
1936 80 1 77 2
1937 78 1 77

㸨 1928 年度は本科生だけを収㘓したようである。前後年度のྡ⡙からࠊᑓᨷ生が在学していると考えられる。

出典㸸日⳹学会⦅『ྡ⡙』（1927-1937 年）により作成。

しかしࠊ数の多かったᑓᨷ生に対して『東京ᖇ国大学一ぴ』には言及されておらずྡࠊ

⡙や統計などのグ㍕も一切ない。学生と生ᚐの情報を一番詳しく㍕せている各年度の『一

ぴ』にࠊᑓᨷ生のグ㘓が全然ないことはࠊ所澤₶の論文に書いてある「ᑓᨷ生はࠊ生ᚐの

範に入れられないこともあったようである。」21 という通りなのであろう。

『東京大学百年ྐ』（通ྐ）にもᑓᨷ生の論述はないがࠊ「第 4 表　昭和 13ࠊ12 年度［外

国学生ࢽ関スル調］中入学状況学部別科別一ぴ表」にᑓᨷ生のデータがありࠊその一部
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の内容を本文の㸺表 5 㸼にまとめた。1941 年に་学部通則ᨵ正によりࠊᑓᨷ生は◊✲生

にᨵめられた 22。本文で論じる時期ではないがࠊ『東京大学་学部百年ྐ』の「外科学教

室（第一ㅮᗙ）」に「昭和 20 年以後の◊✲生はẖ年 50-70 ྡが在ᒁしている」23 とグ㍕

されている。この時期には中国人の␃学生が少なくࠊṤど日本人の◊✲生の数だと考え

られる。

東京ᖇ大་学部ᑓᨷ生に関する資料は極めて乏しいがࠊ日⳹学会⦅の『ྡ⡙』に収㘓さ

れているᑓᨷ生のデータはこれからの◊✲に活用できるに違いない。

30 年代༙ばにᑓᨷ生が急増していた原ᅉはࠊ同時期の第 3 回の日本␃学ブームと関わ

っている。第 3 回の日本␃学ブームの起ᅉについてࠊ「近代における中国人ᾏ外␃学のὶ

れについて」24 の中でも述べたのだがࠊ最も主要な原ᅉはࠊ為替の変動によりࠊ日本␃学

はᏳくできることでࠊᑓᨷ生急増の一番の要ᅉも同様である。次にᑓᨷ生を選ᢥする者が

多い理由は入学ヨ㦂がないことである。各ᖇ大ᑓᨷ生規定 25 にはヨ㦂の規定がなかった。

さらにࠊ中国高等教育がある程度普及していたこともその一ᅉでありࠊ前提でもあると言

えよう。ᑓᨷ生入学資格はࠊ一律ではなないがࠊ東京ᖇ大以外のᖇ大はࠊ大学༞・ᑓ㛛学

ᰯ༞と規定している所が多かった 26。1937 年の『ྡ⡙』を調べてみるとࠊᑓᨷ生の出身

ᰯはࠊṤど中国の大学とᑓ㛛高ᰯであった。

おわりに

本稿は日⳹学会の『ྡ⡙』に基づき1927-1937ࠊ 年の間にᖇ国大学に在⡠していた中国

人␃学生を人数ࠊᑓᨷࠊ類別にまとめ分析したものである。連⥆したデータからࠊᖇ大␃

学生の人数の変動ࠊ␃学生総数に༨める合ࠊ地域の分布などが一目░然になった。1931
年から୕年ࡈとのᑓᨷ人数からࠊこの時期にᖇ大で学んだ␃学生の中ではࠊ㎰学部生が一

番多かったことが判明した。␃学生の類別からはࠊᖇ国大学の入学制度による学生の種類

の多様性が再認㆑できた。Ṥどのᖇ大で入学ヨ㦂がないᑓᨷ生の数はࠊ第 3 回の日本␃学

ブームの 30 年代༙ばに本科生の数を㉸えࠊ㤳になったことが⯆味῝い。中国の大学も

ᑓ㛛学ᰯもレ࣋ルがさまざまでありࠊᑓᨷ生の大学༞・ᑓ㛛学ᰯ༞という入学資格ではࠊ

中国人␃学生の入学ᕼ望者の学力の保証はできない。類別から分かったのはࠊ同じᖇ大に

在⡠していてもࠊ本科生と大学院生はࠊ他の種類の␃学生との学力ᕪを無視することがで

きずࠊ同じ基準で一律にㄒることはできないということである。

本稿はࠊᖇ国大学中国人␃学生に関する総合的な◊✲の第一Ṍである。ᖇ国大学の中

国人␃学生の全体ീを明らかにするためにはࠊᖇ国大学別の基♏的調査◊✲が欠かせな

い。今後は資料収集をすると同時にࠊ␃学生のᖐ国後の行方も視野に入れてࠊᙼらの中

国社会への関連を㏣及しࠊᖇ国大学␃学生のṔྐ的な⨨づけも㔘明していきたいと考

えている。

ᖇ国大学における中国人␃学生（1927̺ 1937 年）㸫人数・ᑓᨷ・類別㸫
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1　 所澤₶「「外国人␃学生取ᢅࢽ関スル調査委員会」（昭和十ࠝ一ᅄ二ࠞ年・東京ᖇ国大学）のグ㘓」ࠊ「東

京大学における昭和二十年（一ᅄ年）以前のዪ子入学に関する資料」『東京大学ྐ紀要』第 9 号1991ࠊ 年ࠊ

61-161 頁㸹「東京ᖇ国大学における大東ளᡓ争後༙期の外国人␃学生受入状況 ̿「外国学生指導委員会」

の活動を中心に̿」『東京大学ྐ紀要』第 10 号1992ࠊ 年105-165ࠊ 頁。

2　 ᢡ田悦㑻（◊✲代表者）科学◊✲費補ຓ金◊✲成果報告書『ᕞᖇ国大学における␃学生に関する基♏
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ᾏ道大学大学文書㤋年報』第 5 号2010ࠊ 年 3 月27-63ࠊ 頁㸹許ᬋ「ᾏ道ᖇ国大学における中国人␃学生

の␃学生活」『ᾏ道大学大学文書㤋年報』第 6 号2011ࠊ 年 3 月42-52ࠊ 頁。

3　 「日⳹学会委კ」（外務┬グ㘓『在本㑥␃学生関ಀ㞧件』第 1 巻ࠊJACAR（アジアṔྐ資料センター）Ref.

B 05015396600）。

4　 「東京在住中⳹民国␃学生ྡ⡙」（外務┬グ㘓『在本㑥␃学生関ಀ㞧件㸭支㑣␃学生ࣀ部』第 2 巻ࠊRef.

B 12081649800;  Ref.B 12081649900）及び「東京在住中⳹民国┬別出身␃学生ྡ⡙」（「十ᅄ年十一月」外務

┬グ㘓『在本㑥␃学生関ಀ㞧件』第 3 巻ࠊRef.B 05015397700）。

5　 1927 年と 1929 年『ྡ⡙』の「ซ例」参照。

6　 「␃日学生⃭ቔ，汇兑低ⴠ最大原ᅉ」『⏦報』1934 年 11 月 5 日。⋤ወ生著『中国␃学生的Ṕྐ㌶㊧』†

教育出版社1992ࠊ 年115ࠊ 頁より。

7　 Ύ国政府の要ㄳにより1907ࠊ 年に日本とΎ国は協定を⥾結して15ࠊ 年を期間とする「特約 5 ᰯ」制度が
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8　 「例言」昭和 7 年 6 月現在『第 6 版　␃日中⳹学生ྡ⡙』㈈ᅋ法人日⳹学会学報部1937ࠊ 年。

9　 「第 6 版　昭和 7 年 6 月　␃日中⳹学生ྡ⡙」1 頁ࠊ昭和 7 年 6 月現在『第 6 版　␃日中⳹学生ྡ⡙』㈈

ᅋ法人日⳹学会学報部1937ࠊ 年。

10   拙著『近代中国ዪ性日本␃学ྐ ̿1872-1945 年̿』社会科学文⊩出版社2007ࠊ 年235-236ࠊ 頁。

11   同上273ࠊ 頁。

12   「中⳹民国満Ὢ国␃日学生学ᰯ別ྡ⡙目次」1 頁ࠊ昭和 12 年 6 月現在『第 11 版　中⳹民国満Ὢ国␃日学

生ྡ⡙』㈈ᅋ法人 日⳹学会学報部。

13   所澤₶ 「東京大学における昭和二十年（一ᅄ年）以前のዪ子入学に関するྐ料」62 頁。

14   「中⳹民国満Ὢ国␃日学生学ᰯ別ྡ⡙」（昭和 12 年 6 月 第 11 版）16ࠊ 頁ࠊ昭和 12 年 6 月現在『第 11 版 

中⳹民国満Ὢ国␃日学生ྡ⡙』㈈ᅋ法人日⳹学会学報部1937ࠊ 年。
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21   所澤₶ 「東京大学における昭和二十年（一ᅄ年）以前のዪ子入学に関するྐ料」62 頁。

22   同上。

23   東京大学་学部立百年グᛕ会 『東京大学་学部百年ྐ』東京大学出版会1967ࠊ 年400ࠊ 頁。

24   拙論「近代における中国人ᾏ外␃学のὶれについて ̿日本とアメリカ␃学の比較̿」『アジア教育』（ア
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